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 このガイドラインは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用に当たり、留意

すべき事項（制定・発出時点において最適と考えられる法令解釈・運用等）及び審査の基準・目安

等を示したものである。 

 

第一編 総 則 

 

１－１－１ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「規則」という。）第１条第１項第１号に規定する指定国際会計基準により作成が求められる貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものは、

指定国際会計基準に定める財政状態計算書、包括利益計算書、持分変動計算書及びキャッシュ・

フロー計算書をいうものとする。 

 

１－１－２ 規則第１条第１項第２号に規定する指定国際会計基準により作成が求められる中間貸

借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計

算書は、指定国際会計基準に定める財政状態計算書、包括利益計算書、キャッシュ・フロー計算

書及び持分変動計算書をいうものとする。 

 

１－１－３ 規則第１条第１項第３号に規定する指定国際会計基準により作成が求められる中間貸

借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相

当するものは、指定国際会計基準に定める財政状態計算書、包括利益計算書、持分変動計算書及

びキャッシュ・フロー計算書をいうものとする。 

 

１－３ 規則第１条第３項の規定の適用については、次の点に留意する。 

１ 規則第１条第３項に規定する公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたもの

と認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるもの

を定める場合は、次に掲げる手続によるものとする。 

(1) 当該企業会計の基準を定めるに当たっては、内容が明確なものとして企業会計の 

基準案が予め広く周知され、関係者間で適切な議論がなされており、多数の関係者が当

該基準案を経済実態に適合した合理的な内容と評価し、一般に公正妥当な企業会計の基

準として受け入れられる程度にまで至るような手続を経て作成及び公表が行われたも

のかどうかを確認するものとする。 

  (2) 当該企業会計の基準を定める場合は、当該企業会計の基準の公表が行われた日の翌

日から180日以内（金融庁長官が当該手続を行うために必要と認めて延長する場合は、

当該延長する期間を含む。）に行うものとする。 

２ 企業会計の基準の適用に当たっては、次の点に留意するものとする。 

  (1) 企業会計の基準の指定については、適用時期も含めて行われるものであることから、

個々の企業会計の基準の適用時期については、特段の定めのない限り、個々の企業会

計の基準の規定に従うものとする。 

  (2) 新たに指定された企業会計の基準が適用（早期適用を除く。）されるまでは、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業

会計の基準を指定する件（平成21年金融庁告示第70号）」別表に掲げる企業会計の基

準から削除されたものであっても、当該新たに指定された企業会計の基準に相当する

従前の企業会計の基準については、引き続き適用することができるものとする。 

 

１－３－１ 規則第１条第３項第１号に掲げる要件の充足を検討する場合は、次に掲げる要件を満
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たすかどうか確認する必要がある。 

(1) 団体の理事及び監事の選任機関並びに団体の重要事項の諮問機関として、団体の理事又は監

事を兼職しない評議員（やむを得ない理由により、一時的に兼職する場合を除く。）によって

構成された評議員会が設置されていること。 

(2) 団体の業務に照らし、(1)の評議員会の構成員の過半数は、公認会計士（過去２年以内に公

認会計士であった者を含む。）以外の者であること。 

 

１－３－３ 規則第１条第３項第３号に規定する要件については、個々の企業会計の基準に係る作

成能力ではなく、総体として必要とされる企業会計の基準に係る作成能力を有しているか否かに

よることに留意する必要がある。したがって、個別の企業会計の基準の作成能力を有していない

ことのみをもって当該要件に適合しないと判断してはならない。 

 

８－４ 子会社の判定に当たっては、議決権のある株式等の所有の名義が役員その他当該会

社以外の者となっていても、当該株式等の取得のための資金関係、当該株式等に係る配当

その他の損益の帰属関係等を検討し、当該会社が自己の計算において議決権を所有してい

るか否かについて判断することが必要であることに留意するものとする。 

  なお、関連会社の判定に当たっても、同様とする。 

 

８－11－２ 規則第８条第11項第２号にいう先物取引に類似する取引のうち商品を対象物と

する取引については、通常差金決済により取引されるものであることに留意する。 

 

８－14 デリバティブ取引の範囲に関しては、次の点に留意する。 

１ カラー、スワップション等デリバティブ取引を組み合わせた複合金融商品は、原則と

して、一つのデリバティブ取引として取り扱うものとする。ただし、それぞれのデリバ

ティブ取引を区分して処理している場合には、当該複合金融商品を構成するそれぞれの

金融商品がデリバティブ取引に該当することに留意する。 

２ キャップ付借入金、コール・オプション付社債等において、借入金又は社債等とデリ

バティブ取引が区分して処理されている場合には、当該取引はデリバティブ取引に含ま

れるものとする。 

 

８－20 規則第８条第20項に規定する売買目的有価証券とは、「金融商品に関する会計基準」

にいう売買目的有価証券をいうものとする。 

 

８－21 規則第８条第21項に規定する満期保有目的の債券とは、「金融商品に関する会計基

準」にいう満期保有目的の債券をいうものとする。 

 

８－22 規則第８条第22項に規定するその他有価証券とは、「金融商品に関する会計基準」

にいうその他有価証券をいうものとする。 

 

８－37 規則第８条第37項にいう当該子会社の株式を交換する取引には、これに準ずる取引

（例えば、子会社の第三者割当増資、子会社の自己株式取得又は処分取引等）を含むもの

とする。 

 

８－41 規則第８条第41項に規定する金融商品とは、「金融商品に関する会計基準」にいう

金融商品をいうものとする。 
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８－42 規則第８条第42項に規定する資産除去債務とは、「資産除去債務に関する会計基準」

にいう資産除去債務をいい、資産除去債務の対象となる有形固定資産には、規則第14条に

規定する有形固定資産のほか、これに準じる有形の資産(例えば、投資その他の資産に分類

される投資不動産等）を含むものとする。 

 

８－43 規則第８条第43項に規定する工事契約とは、「収益認識に関する会計基準」にいう

工事契約をいい、受注制作のソフトウェアは、工事契約に準じて取扱うものとする。 

 

第二編 財務諸表 

第一章 総則 

 

８の２の２ 規則第８条の２の２に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。 

１ 当事業年度に係る財務諸表において記載されたすべての数値について、原則として、

対応する前事業年度に係る数値を含めなければならない。  

２ 当事業年度に係る財務諸表の理解に資すると認められる場合には、前事業年度に係る

定性的な情報を含めなければならない。 

 

８の２の３  規則第８条の２の３に規定する注記は、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」が適用される場合の注記とし、次の点に留意する。 

１ 重要な会計方針については、投資者その他の財務諸表の利用者が財務諸表作成のための基礎

となる事項を理解するために、財務諸表提出会社が採用した会計処理の原則及び手続の概要を

開示することを目的とした上で、当該会社において、当該目的に照らして記載内容及び記載方

法が適切かどうかを判断して記載するものとする。なお、会計基準等の定めが明らかな場合で

あって、当該会計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続が認められていない場合に

は、注記を省略することができる。 

２ 重要な会計方針には、例えば次の事項が含まれるものとする。 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

(4) 繰延資産の処理方法 

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

(6) 引当金の計上基準 

(7) 収益及び費用の計上基準 

(8) ヘッジ会計の方法 

(9) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

(10) その他財務諸表作成のための基礎となる事項 

３ ２の(1)から(10)までに例示されている重要な会計方針の記載に関しては、次の点に留意する。 

(1)  ２の(1)に掲げる有価証券の評価基準及び評価方法の記載に関しては、次の点に留意する。 

① 有価証券とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条第１項に規定する有価証

券及び同条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（同項第１号及び第２号に掲げ

る権利（以下①において「信託受益権」という。）を除く。）並びに申込証拠金領収証を

いう。この場合において、新株申込受付票は申込証拠金領収証に準じて取り扱うものとし、

信託受益権及び内国法人の発行する譲渡性預金の預金証書等で有価証券として会計処理す

ることが適当と認められるものは有価証券に含めるものとする。 
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② 有価証券の評価方法とは、例えば、取得原価を算定するために採用した方法（例えば、

移動平均法、総平均法等）、その他有価証券の時価評価を行うに際しての評価差額の取扱

いをいう。 

(2)  ２の(2)に掲げる棚卸資産の評価基準及び評価方法とは、売上原価及び期末棚卸高を算定

するために採用した棚卸資産の評価基準及び評価方法をいう。この場合の評価方法とは、例

えば、個別法、先入先出法等をいう。 

(3)  ２の(4)に掲げる繰延資産の処理方法には、繰延資産として計上することが認められてい

る株式交付費、社債発行費等について、支出時に全額費用として処理する方法を採用してい

る場合が含まれることに留意するものとする。 

    株式交付費、社債発行費等を繰延資産に計上しているときは、償却期間及び償却方法を記

載するものとする。 

(4)  ２の(5)に掲げる外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準には、「外貨建取引等会

計処理基準」（昭和54年６月26日企業会計審議会報告）に定めのない事項に関する換算基準

又は「外貨建取引等会計処理基準」を適用することが適当でないと認められる場合において、

他の合理的な換算基準を採用した場合における当該他の換算基準等について記載するものと

する。 

(5)  ２の(6)に掲げる引当金の計上基準の記載に関しては、次の点に留意する。 

① 各引当金の計上の理由、計算の基礎その他の設定の根拠を記載するものとする。 

② 退職給付引当金については、退職給付見込額の期間帰属方法並びに数理計算上の差異、

過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法が含まれるものとする。 

③ 規則第54条の３第１項の規定による準備金等を計上している場合には①に準じて記載す

るものとする。 

(6)  ２の(7)に掲げる収益及び費用の計上基準の記載に関しては、次の点に留意する。 

① リースに係る収益及び費用の計上基準等、財務諸表について適正な判断を行うために必

要があると認められる事項を記載するものとする。 

② 財務諸表提出会社の主要な事業における主な履行義務の内容、財務諸表提出会社が当該

履行義務に関する収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に含まれると判断した

収益認識に関する注記事項その他の事項を記載するものとする。 

(7)  ２の(8)に掲げるヘッジ会計の方法の記載に関しては、次の点に留意する。 

① ヘッジ会計とは、「金融商品に関する会計基準」にいうヘッジ会計をいうものとする。 

② ヘッジ会計の方法には、繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法に併せて、ヘッジ手段とヘッ

ジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等リスク管理方針のうちヘッジ会計に係る

ものについても概括的に記載するものとする。 

(8)  ２の(10)に掲げる事項については、次の点に留意する。 

① 支払利息を資産の取得原価に算入する会計処理の内容等、財務諸表について適正な判断

を行うために必要と認められる事項を記載するものとする。 

② 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異

の未処理額の会計処理の方法が連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なる場

合には、その旨を記載するものとする。 

③ 特定の市場リスク（規則第８条の６の２第６項に規定する金利、通貨の価格、金融商品

市場における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。）又は特定の信用リス

ク（取引相手先の契約不履行に係るリスクをいう。）に関して金融資産及び金融負債を相

殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単

位とした時価を算定する場合には、その旨を記載するものとする。 

④ 会計処理の対象となる会計事象や取引に関連する会計基準等の定めが明らかでない場合
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（特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しないため、会

計処理の原則及び手続を採用する場合や業界の実務慣行とされている会計処理の原則及び

手続を適用する場合を含む。）には、財務諸表提出会社が採用した会計処理の原則及び手

続を記載するものとする。 

 

８の２の４ 規則第８条の２の４に規定する注記は、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」

が適用される場合の注記とし、次の点に留意する。 

１ 重要な会計上の見積りについては、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」に従って識

別するものとする。 

２ 重要な会計上の見積りを示す項目が複数ある場合には、規則第８条の２の４に規定する注記

については、重要な会計上の見積りを示す項目ごとに一覧できるようまとめて記載するものと

する。 

３ 規則第８条の２の４第１項第２号及び第３号に掲げる事項の注記については、投資者その他

の財務諸表の利用者が同条に規定する重要な会計上の見積りの内容を理解できるようにするた

めの情報を開示することを目的とした上で、財務諸表提出会社において、当該目的に照らして

記載内容及び記載方法が適切かどうかを判断して記載するものとする。 

 

８の３ 規則第８条の３及び第８条の３の２の規定の適用については、次の点に留意する。 

１ 同一の事業年度において複数の会計方針を変更した場合には、実務上可能な範囲において、

会計方針の変更の内容ごとに、規則第８条の３又は第８条の３の２の規定を適用するものとす

る。ただし、当該会計方針の変更の内容ごとに影響額を区分することが困難な場合には、その

旨を記載するものとする。 

２ 規則第８条の３第１項第３号及び第８条の３の２第１項第３号に規定する財務諸表の主な科

目に対する前事業年度における影響額とは、遡及適用（規則第８条第 51項に規定する遡及適用

をいう。以下同じ。）を行った場合において、当事業年度に含まれる比較情報に計上された主

な科目の金額と、前事業年度に係る財務諸表に計上された主な科目の金額との差額をいうもの

とする。 

３ 規則第８条の３第２項第１号ハ及び第８条の３の２第２項第１号ハに規定する財務諸表の主

な科目に対する実務上算定可能な影響額とは、当事業年度に係る財務諸表の主な科目の金額と、

変更前の会計方針を当事業年度に適用した場合において計上されるべき主な科目の金額との差

額をいうものとする。 

４ 規則第８条の３第２項第２号ハ及び第８条の３の２第２項第２号ハに規定する財務諸表の主

な科目に対する実務上算定可能な影響額とは、次の(1)から(3)までに掲げる金額をいうものと

する。 

(1) 前事業年度の期首以前から変更後の会計方針を適用したとき 当事業年度に係る財務諸

表に含まれる比較情報に計上された主な科目の金額と、前事業年度に係る財務諸表の主な科

目の金額との差額 

(2) 当事業年度の期首から変更後の会計方針を適用したとき 当事業年度に係る財務諸表の

主な科目の金額と、変更前の会計方針を当事業年度に適用した場合において計上されるべき

主な科目の金額との差額 

(3)  前事業年度の期中から変更後の会計方針を適用したとき 当事業年度に係る財務諸表に

含まれる比較情報に計上された主な科目の金額と、前事業年度に係る財務諸表の主な科目の

金額との差額、及び当事業年度に係る財務諸表の主な科目の金額と、変更前の会計方針を当

事業年度に適用した場合において計上されるべき主な科目の金額との差額 

５ 規則第８条の３第３項に規定する事項の注記に際しては、会計基準等に規定された遡及適用
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に関する経過措置の内容に応じて、必要な事項を記載するものとする。 

 

８の３の３ 規則第８条の３の３に規定する未適用の会計基準等については、貸借対照表日までに

公表されたものについて記載するものとする。ただし、貸借対照表日後に公表されたものについ

て記載することを妨げない。 

 

８の３の３－１－２ 財務諸表作成時において、会計基準等の適用時期について決定していない場

合には、規則第８条の３の３第１項第２号の記載に代えて、その旨を記載するものとする。 

 

８の３の３－１－３ 規則第８条の３の３第１項第３号に規定する財務諸表に与える影響につい

て、定量的に把握している場合にはその金額を記載し、定量的に把握していない場合には、定性

的に記載するものとする。なお、財務諸表作成時において、財務諸表に与える影響を評価中であ

る場合には、その旨を記載するものとする。 

 

８の３の５－３ 規則第８条の３の５第３号イ及び第８条の３の６第４号イの規定における会計上

の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に与える影響について、当事業年度に

係る財務諸表に与えている影響額に基づき、当該影響の概要を把握することができる場合には、

規則第８条の３の５ただし書及び第８条の３の６ただし書に規定する重要性が乏しい場合に該当

するものとして、注記を省略することができることに留意する。 

 

８の４ 規則第８条の４に規定する重要な後発事象とは、例えば次に掲げるものをいう。 

１ 火災、出水等による重大な損害の発生 

２ 多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還  

３ 会社の合併、重要な事業の譲渡又は譲受 

４ 重要な係争事件の発生又は解決 

５ 主要な取引先の倒産 

６ 株式併合及び株式分割 

 

８の６ 規則第８条の６に規定する注記は、「リースに関する会計基準」が適用される場合の注記

とし、次の点に留意する。 

１ リースに関する注記は、財務諸表提出会社が注記において、財務諸表本表で提供される情報

と併せて、リースが財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに与える

影響を財務諸表の利用者が評価するための基礎を与える情報を開示することを目的としたうえ

で、財務諸表提出会社において、当該目的に照らして重要性が乏しいか否かを判断するものと

する。 

２ １の開示目的を達成するために必要な情報は、リースの類型等により異なるものであるため、

注記する情報は、規則第８条の６に掲げる注記事項に限らず、同条に掲げる注記事項以外であ

っても、１の開示目的を達成するために必要な情報は、リース特有の取引に関する情報として

注記するものとする。なお、財務諸表提出会社が注記する情報は、例えば次に掲げるものをい

う。 

(1) 財務諸表提出会社が借手である場合には、次に掲げる事項 

① 借手のリース活動の性質 

② 借手が潜在的に晒されている将来キャッシュ・アウトフローのうちリース負債の測定に

反映されていないもの（例えば、借手の変動リース料、延長オプション及び解約オプショ

ン、残価保証、契約しているがまだ開始していないリース） 
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③ 借手がリースにより課されている制限又は特約 

④ 借手がセール・アンド・リースバック取引を行う理由及び取引の一般性 

(2) 財務諸表提出会社が貸手である場合には、次に掲げる事項 

① 貸手のリース活動の性質 

② 貸手による原資産に関連したリスクの管理戦略や当該リスクを低減している手段（例え

ば、買戻契約、残価保証、所定の限度を超える使用に対して変動するリース料） 

 ３ リース債権、リース投資資産及びリース負債等の用語は、「リースに関する会計基準」に定め

るリース債権、リース投資資産及びリース負債等の用語をいうものとする。 

 

８の６－１－１ 規則第８条の６第１項第１号イ⑵に規定する指数又はレートに応じて決ま

る借手の変動リース料に関する例外的な会計処理とは、借手が、指数又はレートに応じて

決まる借手の変動リース料について、合理的な根拠をもって当該指数又はレートの将来の

変動を見積ることができる場合に、リース料が参照する当該指数又はレートの将来の変動

を見積り、当該見積られた指数又はレートに基づきリース料及びリース負債を算定するこ

とを、リースごとにリース開始日に選択することをいう。 

 

８の６－１－２ 規則第８条の６第１項第２号ロ(1)及び(2)に規定するリース債権及びリー

ス投資資産の残高の変動とは、例えば次に掲げるものをいう。なお、当事業年度における

リース債権及びリース投資資産の残高の重要な変動を注記するにあたり、必ずしも定量的

情報を含める必要はない。 

１ 企業結合による変動 

２ リース投資資産における見積残存価額の変動 

３ リース投資資産における貸手のリース期間の終了による見積残存価額の減少（見積残存価額

の貯蔵品又は固定資産等への振替） 

４ 残価保証額の変動 

５ 中途解約による減少 

６ 新規契約による増加 

 

８の６の２－１－１ 規則第８条の６の２第１項第１号に規定する注記については、次の点

に留意する。 

１ 金融商品に対する取組方針には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事

項についての説明が含まれるものとする。 

(1) 金融資産の場合 資金運用方針等 

(2) 金融負債の場合 資金調達方針及びその手段並びに償還期間の状況等 

(3) 金融資産と金融負債との間又は金融商品と非金融商品との間に重要な関連が認め

られる場合 当該重要な関連の概要 

(4) 金融商品の取扱いが主たる業務である場合 当該業務の概要 

２ 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスクには、次の各号に掲げる項目に応じ、

当該各号に定める事項が含まれるものとする。 

(1) 金融商品の内容 取り扱っている主な金融商品の種類（例えば、有価証券の場合に

は、株式及び債券等、デリバティブ取引の場合には、先物取引、オプション取引、先

渡取引及びスワップ取引等）及び主な金融商品についての説明 

(2) 金融商品に係るリスク 市場リスク、信用リスク及び資金調達に係る流動性リスク

（支払期日に支払いを実行できなくなるリスクをいう。）。市場リスクについては、

金利及び為替等の市場リスクの種類ごとに記載する。また、金融商品に係る信用リス
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クが、特定の企業集団、業種又は地域等に著しく集中している場合には、その概要（貸

借対照表計上額及び契約額に対する当該信用リスクを有する取引相手先の金額の割

合を含む。）を記載するものとする。 

(3) 現物の金融資産又は金融負債のうちでリスクが高いもの及びデリバティブ取引の

対象物の価格変動に対する当該取引の時価の変動率が大きい特殊なものの概要（貸借

対照表の科目及び計上額並びに商品性（金利、償還期限等）に係る説明等） 

(4) デリバティブ取引の利用目的（ヘッジ会計を行っている場合には、ヘッジ手段とヘ

ッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価方法等についての説明を含む。） 

３ 金融商品に係るリスク管理体制には、リスク管理方針、リスク管理規程、リスク管理

部署の状況及びリスクの減殺方法又は測定手続等が含まれるものとする。 

 

８の６の２－１－２ 規則第８条の６の２第１項第２号に掲げる事項の注記については、次

の点に留意する。 

１ 有価証券及びデリバティブ取引については、当該有価証券又はデリバティブ取引によ

り生じる正味の債権又は債務等の内容を示す名称を付した科目をもって貸借対照表に計

上していない場合であっても、当該有価証券又はデリバティブ取引により生じる正味の

債権又は債務等の内容を示す名称を付して注記するものとする。 

２ 有価証券については、流動資産項目と固定資産項目とを合算して注記することができ

る。また、デリバティブ取引については、資産項目と負債項目とを合算して注記するこ

とができる。 

３ 「金融商品に関する会計基準」により金利スワップの特例処理を行っているデリバテ

ィブ取引及び「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てた

デリバティブ取引（予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。）については、ヘッ

ジ対象と一体として取扱い、当該デリバティブ取引の時価をヘッジ対象の時価に含めて

記載することができる。 

４ 金融商品の時価は、「時価の算定に関する会計基準」に従って算定するものとする。 

５ 現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、注記を

省略することができる。 

６ 規則第８条の６の２第１項第２号のロ及びハに掲げる事項に関する説明には、金融商品の時

価に関する重要な前提条件が含まれるものとする。 

７ 規則第15条第３号の２に掲げる契約資産を規則第17条第４項の規定に基づき他の項目に属す

る金融資産と一括して貸借対照表に表示している場合には、当該貸借対照表の科目については、

規則第８条の６の２第１項第２号に掲げる事項を記載するものとする。この場合には、当該貸

借対照表の科目から契約資産を除いた金融資産について、当該事項を記載することができる。 

 

８の６の２－１－３ 規則第８条の６の２第１項第３号に規定する注記については、次の点

に留意する。 

１ 規則第８条の６の２第１項第３号に規定する適切な項目とは、例えば、金融商品の性

質、特性及びリスク並びに時価のレベル等に基づいて決定する項目をいう。また、金融

商品を区分するにあたり、貸借対照表の科目を細分化する場合には、貸借対照表の科目

への調整が可能となるような情報を記載する必要があることに留意する。 

２ 規則第８条の６の２第１項第３号ハ(2)に規定する評価技法の適用とは、例えば、複数

の評価技法を用いる場合のウエイト付け及び評価技法への調整をいう。 

３ 規則第８条の６の２第１項第３号ニ(1)に規定する注記については、企業自身が観察で

きない時価の算定に係るインプットを推計していない場合（例えば、過去の取引価格又
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は第三者から入手した価格を調整せずに使用している場合）には、注記を要しない。 

４ 規則第８条の６の２第１項第３号ニ(2)に規定する注記については、次の点に留意する。 

(1) 調整表は、次の①から⑤までに掲げる事項に区別して注記するものとする。 

① 当事業年度の損益に計上した額及びその科目 

② 当事業年度の評価・換算差額等に計上した額及びその科目 

③ 購入、売却、発行及び決済のそれぞれの額（ただし、これらの額の純額により記載

することができる。） 

④ レベル１に分類された金融商品の時価又はレベル２に分類された金融商品の時価

からレベル３に分類された金融商品の時価への振替額及び当該振替の理由 

⑤ レベル３に分類された金融商品の時価からレベル１に分類された金融商品の時価

又はレベル２に分類された金融商品の時価への振替額及び当該振替の理由 

(2) 上記(1)①に規定する当該事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照表日におい

て保有する金融商品の評価損益及びその科目を注記するものとする。 

(3) 上記(1)④及び⑤の振替時点に関する方針を注記するものとする。 

５ 規則第８条の６の２第１項第３号ニ(3)に規定する評価の過程には、例えば、企業にお

ける評価の方針及び手続の決定方法や各期の時価の変動の分析方法が含まれることに留

意する。 

６ 規則第８条の６の２第１項第３号ニ(5)に規定する相関関係の内容及び時価に対する

影響に関する説明には、当該相関関係を前提とした場合に時価に対する影響が異なる可

能性があるかどうかに関する説明が含まれることに留意する。 

 

８の６の２－４ 規則第８条の６の２第４項に規定する「一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合」とは、投資信託等について、市場価格

が存在せず、かつ、解約又は買戻請求（以下「解約等」という。）に関して市場参加者からリス

クの対価を求められるほどの重要な制限があるときであって、投資信託等の基準価額を時価とみ

なす場合をいい、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的

とする投資信託等については、次のいずれかに該当する必要がある。 

(1) 当該投資信託等の財務諸表が国際会計基準又は米国会計基準に従い作成されている場合 

(2) 当該投資信託等の財務諸表が国際会計基準及び米国会計基準以外の会計基準に従い作成さ

れ、当該会計基準における時価の算定に関する定めが国際会計基準又は米国会計基準と概ね同

等であると判断される場合 

(3) 当該投資信託等を構成する個々の信託財産又は資産について、一般社団法人投資信託協会が

定める「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に従い評価が行われている場合 

 

８の６の２－５ 規則第８条の６の２第５項に規定する注記については、次の点に留意する。 

１ 規則第８条の６の２第５項第３号の記載に当たっては、次の(1)から(4)までに掲げる事項に

区別して注記するものとする。 

(1) 当事業年度の損益に計上した額及びその科目 

(2) 当事業年度の評価・換算差額等に計上した額及びその科目 

(3) 購入、売却及び償還のそれぞれの額（ただし、これらの額の純額により記載することがで

きる。） 

(4) これまで投資信託等の基準価額を時価とみなしておらず、当事業年度に投資信託等の基準

価額を時価とみなすこととした額及びこれまで投資信託等の基準価額を時価とみなしていた

ものの、当事業年度に投資信託等の基準価額を時価とみなさないこととした額 

２ 上記１(1)に規定する当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する
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投資信託等の評価損益及びその科目を注記するものとする。 

３ 規則第８条の６の２第５項第４号の記載に当たっては、解約等に関する制限の内容が異なる

投資信託等を複数保有している場合、投資信託等の基準価額を時価とみなす判断の前提となっ

た解約等に関する制限の内容が類似する投資信託等ごとに集計したうえで、当該投資信託等の

貸借対照表計上額の合計額に重要性があるものを対象として、解約等に関する制限の主な内容

及び貸借対照表計上額の合計額を注記することができる。 

 

８の６の２－６ 規則第８条の６の２第６項に規定する注記については、次の点に留意する。 

１ 規則第８条の６の２第６項第１号に規定する関連する情報には、市場リスクに関する

定量的分析に基づく定量的情報の利用状況、算定方法及び主な前提条件並びにこれらが

前事業年度末と異なる場合におけるその旨及びその理由が含まれるものとする。 

２ 規則第８条の６の２第６項第２号ロに規定する関連する情報には、市場リスクに係る

リスク変数（市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場そ

の他の指標の数値をいう。）の変動を合理的な範囲で想定した場合における時価の増減

額の算定方法及び主な前提条件並びにこれらが前事業年度末と異なる場合におけるその

旨及びその理由が含まれるものとする。 

 

８の６の２－８ 規則第８条の６の２第８項に規定する注記については、次の点に留意する。 

１ 規則第８条の６の２第８項に規定する一定の期間とは、例えば、１年以内、１年超５

年以内、５年超10年以内、10年超をいう。 

２ 有価証券のうち満期のあるものについては、その他有価証券及び満期保有目的の債券

の別に、それぞれ有価証券の種類（株式及び債券等をいい、債券である場合には債券の

種類をいう。）ごとに注記するものとする。 

 

８の６の２－９ 規則第８条の６の２第９項に規定する一定の期間とは、例えば、貸借対照表日後

５年以内における１年ごとの期間及び５年超をいう。 

 

８の７－１ 規則第８条の７第１項に規定する有価証券に関する注記については、次の点に

留意する。 

１ 規則第８条の７第１項第２号の記載に当たっては、債券の種類ごとに区分して記載す

ることができる。 

２ 規則第８条の７第１項第３号の記載に当たっては、子会社株式及び関連会社株式のそ

れぞれに区分して記載するものとする。 

３ 規則第８条の７第１項第４号の記載に当たっては、債券について債券の種類ごとに区

分して記載することができる。 

４ 規則第８条の７第１項第４号に規定する取得原価には、償却原価法に基づいて算定された価

額を含むものとする。 

５ 規則第８条の７第１項第６号の記載に当たっては、債券について債券の種類ごとに記

載することができる。 

 

８の８ 規則第８条の８第１項第２号ロに掲げる貸借対照表日における時価の記載に当たっ

ては、８の６の２－１－２の３の取扱いを行うデリバティブ取引についての時価の記載を

行わないことができる。 

 

８の９－１ 規則第８条の９第１号の記載には、共同支配企業に持分法に準じた処理方法を適用し
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た場合が含まれることに留意する。 

 

８の９－２ 規則第８条の９第２号に規定する注記については、次の点に留意する。 

１ 開示対象特別目的会社の概要には、開示対象特別目的会社の数、主な法形態及び会社

との関係（開示対象特別目的会社の議決権に対する会社の所有割合、会社の役員の開示

対象特別目的会社の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職への就任状況等）につ

いての記載が含まれるものとする。 

２ 開示対象特別目的会社との取引の概要には、取引の状況（主な対象資産等の種類、主

な取引形態、開示対象特別目的会社への継続的な関与がある場合にはその概要、将来に

おける損失負担の可能性等）及び取引の目的についての記載が含まれるものとする。 

３ 取引金額その他の重要な事項には、当事業年度における会社と開示対象特別目的会社

との間の主な取引（開示対象特別目的会社相互間の取引を含む。）の金額又は当事業年

度末残高、当事業年度における主な損益計上額及び開示対象特別目的会社の直近の決算

日における財政状態（主な資産及び負債の金額並びに資産総額及び負債総額をいう。）

並びにこれらについての補足説明が含まれるものとする。 

   また、これらの事項については、類似の取引又は対象資産その他の区分ごとに概括的

に記載するものとする。なお、当該区分ごとに、重要性の乏しいものについては、記載

を省略することができるものとする。 

４ 開示対象特別目的会社の直近の決算日における財政状態については、単純合算して記載する

ことができるものとする。 

 

８の 10 規則第８条の 10 及び第８条の 10 の２に規定する注記とは、「関連当事者の開示に関する

会計基準」が適用される場合の注記とし、関連当事者との取引等の用語は、「関連当事者の開示

に関する会計基準」に定める関連当事者との取引等の用語をいうものとする。 

 

８の 10－１ 関連当事者との無償取引又は低廉な価格での取引については、当該取引を第三者との

通常の取引と仮定して取引金額を見積もり、重要な取引に該当するかどうかを判断するものとす

る。 

 

８の 10－１－９ 規則第８条の 10第１項第９号に規定する破産更生債権等には、特別の事情により

当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権を含むものとする。 

 

８の 10－１－10 規則第８条の 10 第１項第 10 号に規定する注記することが適当と認められるもの

には、債務保証損失引当金が含まれるものとする。 

 

８の 10－３ 規則第８条の 10第３項各号に掲げる取引については、次の点に留意する。 

１ 増資（公募増資を除く。）の引受けや自己株式の取得等は、取引条件が一般の取引と同様で

あることが明白な取引には該当しないものとする。 

２ 関連当事者である役員が使用人兼務役員の場合であって、財務諸表提出会社と当該役員との

間の取引が、使用人としての立場で行われていることが明らかなときは、注記を要しないもの

とする。 

 

８の12－２－１ 規則第８条の12第１項第１号に掲げる事項に繰越欠損金を記載する場合で

あって、当該繰越欠損金が重要であるときは、同条第２項第１号の記載に当たっては、繰

越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して
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記載するものとする。なお、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の区分には、

繰越外国税額控除や繰越可能な租税特別措置法上の法人税額の特別控除等を含めるものと

する。 

 

８の13 規則第８条の13第１項に規定する注記に関しては、次の点に留意する。 

１ 第１号に規定する確定給付制度の概要とは、確定給付制度の一般的説明(厚生年金基金、

退職一時金及び確定給付企業年金等、会社等が採用している確定給付制度及びこれらに

関する補足説明（例えば、当該制度の対象範囲、設定時期及び移行時期等並びに退職給

付信託の設定状況等をいう。））をいうものとする。 

２ 第２号に掲げる事項（ヘを除く。）及び第３号に掲げる事項（ホを除く。）の金額に

重要性が乏しい場合には、その他の項目に含めることができるものとする。 

３(1)第４号に規定する退職給付債務については、積立型制度及び非積立型制度別に記載す

るものとする。 

(2)第４号ハの項目には、会計基準変更時差異の未処理額が含まれるものとする。 

４(1)第５号に掲げる事項（ヘを除く。）の金額に重要性が乏しい場合には、項目を集約す

ることができるものとする。 

(2)第５号ヘの項目には、臨時に支払った割増退職金及び会計基準変更時差異の費用処理

額等が含まれるものとする。 

５(1)第６号イに規定する年金資産の主な内訳は、株式、債券等の種類ごとの割合又は金額

を記載するものとする。なお、退職給付信託に係る信託財産の割合又は金額は、年金

資産の主な内訳の記載とは別に付記するものとする。 

(2)第６号ロに規定する長期期待運用収益率の設定方法については、年金資産の主な種類

との関連性を踏まえて記載するものとする。 

なお、長期期待運用収益率は、年金資産が退職給付の支払いに充てられるまでの期

間に保有している年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場の

動向等を考慮して設定するものとする。 

６ 第７号ハの項目には、予想昇給率等が含まれるものとする。 

７ 第８号に規定する事項には、厚生年金基金制度における代行部分に係る退職給付債務

及び最低責任準備金の内容等を記載することができるものとする。 

 

８の13の２ 規則第８条の13の２第１項に規定する確定拠出制度に関する注記については、次

の点に留意する。 

 １ ８の13の取扱いは、規則第８条の13の２第１項第１号における確定拠出制度の概要の

注記について準用する。 

   なお、会社等がリスク分担型企業年金（確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）

に基づいて実施される企業年金のうち、確定給付企業年金法施行規則（平成14年厚生労

働省令第22号）第１条第３号に規定するもの（「退職給付に関する会計基準」第４項に

定める確定拠出制度に分類されるものに限る。）をいう。以下同じ。）を採用している

場合には、同項第１号に規定する事項に当該年金に関する説明（例えば、標準掛金相当

額の他に、リスク対応掛金相当額があらかじめ規約に定められること、毎事業年度にお

けるリスク分担型企業年金の財政状況に応じて給付額が増減し、年金に関する財政の均

衡が図られること）が含まれるものとする。 

 ２ 会社等がリスク分担型企業年金を採用している場合には、規則第８条の13の２第１項

第２号に規定する事項に当該年金に係る退職給付費用の額が含まれるものとする。 

 ３ 規則第８条の13の２第１項第３号に規定する事項には、会社等がリスク分担型企業年
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金を採用する場合における当該事業年度の翌事業年度以降に拠出することが要求される

リスク対応掛金相当額及び当該リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年数を記載す

るものとする。 

 

８の 13の３ 規則第８条の 13の３に規定する注記に関しては、次の点に留意する。 

１ ８の13の取扱いは、規則第８条の13の３第１項第１号に規定する注記について準用する。 

２ 第１項第２号ハに規定する直近の積立状況には、年金資産の額、年金財政計算上の数理債務

の額と最低責任準備金の額との合計額及びその差額を記載するものとする。 

３ 第１項第２号ハ及びニの注記に当たっては、これらに関する補足説明を記載するものとする。 

 

８の 14 規則第８条の 14に規定するストック・オプション若しくは自社株式オプションの付与又は

自社の株式の交付に関する注記の対象となる取引は、「ストック・オプション等に関する会計基準」

又は「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」が適用される取引をいう

ものとする。 

 

８の 14－１－１ 規則第８条の 14第１項第１号に掲げる費用計上額とは、当該事業年度に付与した

ストック・オプション等にかかる当事業年度の費用計上額及び当該事業年度以前に付与されたス

トック・オプション等に係る当事業年度の費用計上額が含まれることに留意する。 

 

８の 15 規則第８条の 15に掲げる対象勤務期間、権利行使価格及び公正な評価単価等の用語は、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」に定める対象勤務期間、権利行使価格及び公正な評価

単価等の用語をいうものとする。 

 

８の 15－１－７ 規則第８条の 15 第 1 項第７号及び第８号に掲げる事項を、規則第８条の 15第２

項第２号の方法により記載する場合には、権利行使価格及び付与日における公正な評価単価につ

いては、当該事業年度中の権利行使数に基づく加重平均値と当該事業年度末の残存数（権利未確

定数と権利確定未行使数との合計）に基づく加重平均値により記載することに留意する。 

 

８の 15－１－９ 規則第８条の 15第 1項第９号に掲げる事項に関しては次の点に留意する。 

１ 株価の平均値の計算については、月中の平均株価を用いる等の簡便で合理的な算定方法によ

ることができる。 

２ 規則第８条の 15第２項第２号の方法により記載する場合には、権利行使時の株価の平均値に

ついては、当事業年度における権利行使数に基づく加重平均値により記載する。 

 

８の 15－７ 規則第８条の 15 第７項に掲げるストック・オプションの権利行使日における本源的

価値の合計額の計算は、月中の平均株価を用いる等の簡便で合理的な算定方法によることができ

る。 

 

８の 16 規則第８条の 16 第１項に規定する「自社の株式を交付している場合」には、取締役又は

執行役に報酬等（報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益を

いう。）として自社の株式を無償で交付する場合が含まれることに留意する。この場合における同

項の注記の用語については、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」に

定める用語の例によるものとする。 

 

８の 17 規則第８条の 17から第８条の 22まで及び第８条の 25に規定する注記とは、「企業結合に
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関する会計基準」が適用される場合の注記とし、企業結合日、のれん、条件付取得対価及び支配

等の用語は、「企業結合に関する会計基準」に定める企業結合日、のれん、条件付取得対価及び支

配等の用語をいうものとする。 

 

８の 17－１－１ 規則第８条の 17第１項第１号に掲げる「企業結合の概要」には、次に掲げる事項

が含まれることに留意する。 

１ 被取得企業の名称及び事業の内容（事業を取得した場合は、相手企業の名称及び取得した事

業の内容） 

２ 企業結合を行った主な理由 

３ 企業結合日 

４ 企業結合の法的形式 

５ 結合後企業の名称 

６ 取得した議決権比率 

７ 取得企業を決定するに至った主な根拠 

 

８の 17－１－11 規則第８条の 17 第１項第 11 号に掲げる注記のうち、影響の概算額の算定方法に

は、当該影響の概算額の計算過程における重要な前提条件を含むことに留意する。 

 

８の 17－３ 規則第８条の 17第３項第１号及び第２号に規定する損益情報とは、例えば、営業損益、

経常損益、税引前当期純損益、当期純損益及び１株当たり当期純損益など、実務的に算定可能な

項目をいう。 

 

８の 17－４ 規則第８条の 17第４項に掲げる注記のうち、繰延税金資産及び繰延 税金負債に対す

るものは、税効果会計の注記に併せて記載できることに留意する。 

 

８の 18－１ 規則第８条の 18 第１項に規定する事項及び影響額のうち、第８条の 17 第１項第１号

に掲げる事項に準ずる事項には、次に掲げる事項が含まれることに留意する。 

１ 取得企業の名称及び事業の内容（事業を取得した場合は、相手企業の名称及び事業の内容） 

２ 企業結合を行った主な理由 

３ 企業結合日 

４ 企業結合の法的形式 

５ 結合後企業の名称 

６ 取得された議決権比率 

７ 取得企業を決定するに至った主な根拠 

 

８の 18－４ 規則第８条の 18 第４項ただし書に規定する連結財務諸表を作成することとなった場

合には、逆取得となった企業結合を反映した連結財務諸表を作成する必要があることに留意する。 

 

８の 19－１－１ ８の 17－１－１の取扱いは、規則第８条の 19 第１項第１号において、第８条の

17 第１項１号に掲げる企業結合の概要に準ずる事項を記載する場合に準用する。この場合におい

て、取得した議決権比率を記載するときは、企業結合直前に所有していた議決権比率、企業結合

日に追加取得した議決権比率及び取得後の議決権比率を記載するものとする。 

 

８の 19－２ 規則第８条の 19 第２項ただし書に規定する連結財務諸表を作成することとなった場

合は、第１項第２号に規定する差額を反映した連結財務諸表を作成する必要があることに留意す
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る。 

 

８の 20－１－１ 規則第８条の 20第１項第１号に掲げる「取引の概要」には、次に掲げる事項が含

まれることに留意する。 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及び当該事業の内容 

２ 企業結合日 

３ 企業結合の法的形式 

４ 結合後企業の名称 

５ その他取引の概要に関する事項（取引の目的を含む。） 

 

８の 21－３ 規則第８条の 21 第３項ただし書に規定する連結財務諸表を作成することとなった場

合には、親会社が子会社を吸収合併したものとした連結財務諸表を作成する必要があることに留

意する。 

 

８の 22－１－１ 規則第８条の 22第１項第１号に掲げる「取引の概要」には、次に掲げる事項が含

まれることに留意する。 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及び当該事業の内容 

２ 企業結合日 

３ 企業結合の法的形式 

４ 結合後企業の名称 

５ その他取引の概要に関する事項（取引の目的を含む。） 

６ 共同支配企業の形成と判定した理由 

 

８の 23 規則第８条の 23、第８条の 24 及び第８条の 26 に規定する注記とは、「事業分離等に関す

る会計基準」が適用される場合の注記とし、事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語は、

「事業分離等に関する会計基準」に定める事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語をいう

ものとする。 

 

８の 23－１－１ 規則第８条の 23第１項第１号に掲げる「事業分離の概要」には、次に掲げる事項

が含まれることに留意する。 

１ 分離先企業の名称 

２ 分離した事業の内容 

３ 事業分離を行った主な理由 

４ 事業分離日 

５ その他取引の概要に関する事項（法的形式を含む。） 

 

８の 23－１－４ 規則第８条の 23第１項第４号に規定する損益の概算額には、分離した事業に係る

売上高や営業損益が含まれることに留意する。 

 

８の 24－１ ８の 20－１－１の取扱いは、規則第８条の 24 第１項第１号に掲げる「取引の概要」

に係る注記について準用する。 

 

８の 27－１ 規則第８条の 27 に規定する継続企業の前提とは、「監査基準」にいう継続企業の前提

をいうものとする。 
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８の 27－２ 規則第８条の 27 に規定する継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況については、監査基準にいう継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況をいうものとし、債務超過、売上高の著しい減少、継続的な営業損失の発生、継続的な営業キ

ャッシュ・フローのマイナス、重要な債務の不履行、重要な債務の返済の困難性、新たな資金調

達が困難な状況、取引先からの与信の拒絶、事業活動の継続に不可欠な重要な資産の毀損又は喪

失若しくは権利の失効、重要な市場又は取引先の喪失、巨額の損害賠償の履行、法令等に基づく

事業活動の制約等が含まれることに留意する。なお、これらの事象又は状況が複合して、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況となる場合もあることに留意する。 

 

８の 27－３ 規則第８条の 27の注記において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

るか否かについては、例えば重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が各企業の実態を反映

したものであるか否か、同条第２号に規定する対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められるか否かといった観点から、総合的かつ実質的に判断を行うものとし、

８の 27－２に規定する事象又は状況が存在するか否かといった画一的な判断を行うことのないよ

う留意する。 

 

８の 27－４ 規則第８条の 27 第２号に規定する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解

消し、又は改善するための対応策については、少なくとも貸借対照表日の翌日から１年間に講じ

るものを記載することに留意する。 

 

８の 27－５ 貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発

生した場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められ、翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすときは、当該重要な不確実性の存在は規則第８条の４

に規定する重要な後発事象に該当することに留意する。 

 

８の28 規則第８条の28に規定する資産除去債務に関する注記については、次の点に留意す

る。 

１ 規則第８条の28第１号イに規定する資産除去債務の概要には、資産除去債務の発生原

因となっている法的規制又は契約等の概要（法令等の条項及び契約条件等）を簡潔に記

載するものとする。この場合において、多数の有形固定資産について資産除去債務が生

じているときには、有形固定資産の種類及び場所等に基づいて、同条各号に規定する事

項をまとめて記載することができる。また、当該概要には、特別の法令等に基づく資産

除去債務に対応する除去費用を適切に計上する方法を用いている場合には、当該方法に

ついての記載が含まれることに留意する。 

２ 規則第８条の28第１号ロに規定する資産除去債務の金額の算定方法には、支出発生ま

での見込期間及び適用した割引率その他の前提条件を記載するものとする。 

３ 規則第８条の28第２号ロに規定する資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由

の記載に当たっては、当該資産除去債務の金額を合理的に見積ることができない理由を含めて

記載するものとする。 

 

８の 30 規則第８条の 30に規定する賃貸等不動産に関する注記については、次に掲げる点に留意す

る。 

１ 賃貸等不動産には、規則第 33条に規定する投資不動産、将来の使用が見込まれていない遊休

不動産、その他賃貸の用に供されている不動産が含まれる。 
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２ 注記の記載に当たっては、管理状況等に応じて、注記事項を用途別、地域別等に区分して開

示することができる。 

３ 物品の製造及び販売、サービスの提供並びに経営管理に使用する部分と賃貸等不動産として

使用する部分で構成されている不動産について、賃貸等不動産として使用する部分の時価又は

損益を実務上把握することが困難な場合には、賃貸等不動産として使用する部分を含む不動産

を区分せず、当該不動産全体を対象として、規則第８条の 30第１項各号に掲げる事項を他の賃

貸等不動産とは別に記載することができる。この場合には、賃貸等不動産として使用する部分

を区分していない旨を併せて記載するものとする。 

４ 賃貸等不動産の時価の把握が極めて困難な場合には、重要性が乏しい場合を除き、その理由、

当該賃貸等不動産の概要及び貸借対照表計上額を他の賃貸等不動産とは別に記載するものとす

る。 

 

８の 30－１－１ 規則第８条の 30第１項第１号に掲げる「賃貸等不動産の概要」には、主な賃貸等

不動産の内容、種類及び場所が含まれることに留意する。 

 

８の 30－１－２ 規則第８条の 30第１項第２号の記載に当たっては、次に掲げる点に留意する。 

１ 原則として、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額によって注記

を行うものとする。ただし、当期末における減価償却累計額及び減損損失累計額を別途記載す

る場合には、取得原価をもって記載することができる。この場合には、当期末における取得原

価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額についても記載するものとする。 

２ 貸借対照表計上額に関する期中の変動に重要性がある場合には、その事由及び金額を記載す

るものとする。 

 

８の 30－１－４ 規則第８条の 30第１項第４号の記載に当たっては、次に掲げる点に留意する。 

１ 損益計算書における金額に基づいて注記するものとし、損益計算書において、賃貸等不動産

に関して直接把握している損益のほか、管理会計上の数値に基づいて適切に算定した額その他

の合理的な方法に基づく金額によって開示することができる。 

２ 賃貸等不動産に係る賃貸収益とこれに係る費用（賃貸費用）による損益、売却損益、減損損

失及びその他の損益等を適切に区分して記載するものとする。ただし、重要性が乏しい場合を

除く。 

３ ２の損益のうち、収益及び費用については総額によって、賃貸費用については主たる費目に

区分して記載することができる。 

 

８の 31－１－１ 規則第８条の 31 第１項１号に規定する「公共施設等運営権の概要」には、公共

施設等運営権の対象となる公共施設等の内容、公共施設等運営権実施契約に定められた公共施設

等運営権の対価の支出方法、運営権設定期間及び残存する運営権設定期間並びにプロフィットシ

ェアリング条項（「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」

に定めるプロフィットシェアリング条項をいう。）の概要等が含まれることに留意する。 

 

８の 31－２ 規則第８条の 31第２項に規定する注記については、次の点について留意する。 

１ 規則第８条の 31第２項第１号ロに規定する更新投資に係る資産の計上方法とは、更新投資を

実施した時に、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分（所有権が管理者等に帰属する

部分に限る。以下同じ。）に関する支出額を資産として計上する方法をいう。 

２ 規則第８条の 31第２項第２号ロに規定する更新投資に係る資産及び負債の計上方法とは、公

共施設等運営権を取得した時に、更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関して、運営権
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設定期間にわたって支出すると見込まれる額の総額の現在価値を負債として計上し、同額を資

産として計上する方法をいう。 

 

８の 32 規則第８条の 32 に規定する注記は、「収益認識に関する会計基準」が適用される場合の注

記とし、次の点に留意する。 

１ 投資者その他の財務諸表の利用者が顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキ

ャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を理解できるようにするための十分な情報

を開示することを目的とした上で、財務諸表提出会社において、定量的な要因と定性的な要因

の両方を考慮して当該目的に照らして重要性が乏しいか否かを判断するものとする。また、重

要性がある場合は、当該目的に照らして記載内容及び記載方法が適切かどうかを判断して記載

するものとする。 

２ 規則第８条の 32第１項第１号に掲げる事項の注記については、当事業年度に認識した顧客と

の契約から生じる収益と規則第８条の 29 に規定する報告セグメントごとの売上高との関係を

投資者その他の財務諸表の利用者が理解できるようにするための十分な情報を記載するものと

する。 

３ 規則第８条の 32第１項第２号に規定する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎

となる情報には、例えば次の事項が含まれるものとする。 

(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報（履行義務に関する情報、重要な支払条件に関す

る情報） 

(2) 顧客との契約に基づいて、財貨の交付又は役務の提供によって得ることが見込まれる対価

の額（以下「取引価格」という。）を算定する際に用いた見積方法、インプット、仮定に関す

る情報 

(3) 取引価格を履行義務に配分する際に用いた見積方法、インプット、仮定に関する情報 

(4) 収益を認識する通常の時点の判断及び当該時点における会計処理の方法を理解できるよ

うにするための情報 

(5) 顧客との契約から生じる収益の金額及び時期の決定に重要な影響を与える「収益認識に関

する会計基準」を適用する際に行った判断及び判断の変更 

４ 規則第８条の 32第１項第３号に掲げる事項の注記については、次の点に留意する。 

(1) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係

を理解できるようにするための情報には、例えば顧客との契約から生じた債権、契約資産並

びに契約負債の期首残高及び期末残高（それぞれ区分して表示していない場合）、当事業年度

に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額、当事業年度における

契約資産及び契約負債の残高の重要な変動に関する内容、履行義務の充足の時期と通常の支

払時期との関連性並びに当該関連性が契約資産及び契約負債の残高に与える影響の説明、過

去の期間に充足した履行義務又は部分的に充足した履行義務から当事業年度に認識した収益

がある場合には当該金額等が含まれるものとする。 

(2) 当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれ

る収益の金額及び時期に関する情報には、例えば当事業年度末において未だ充足していない

履行義務に配分した取引価格の総額、当該履行義務が充足すると見込んでいる時期等が含ま

れるものとする。なお、当該履行義務が、当初に予想される契約期間が１年以内の契約の一

部である場合等には、当該情報の注記を要しない。 

 

８の 33 規則第８条の 33 に規定する注記とは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用される

場合の注記とする。 
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第二章 貸借対照表 

 

11  独立会計に属する資産は、事業部名等を付した科目によって一括表示せず、資産の形態

により区分して掲記するものとする。ただし、その金額が重要でない場合であって、資産

の形態による区分が困難であり、又は資産の機能別等による区分が適当であると認められ

る場合は、この限りでない。 

 

15－１ 規則第15条第１号の現金及び預金に関しては、次の点に留意する。 

 １ 規則第15条第１号の現金には、小口現金、手元にある当座小切手、送金小切手、送金

為替手形、預金手形、郵便為替証書及び振替貯金払出証書等を含むものとする。ただし、

未渡小切手は、預金として処理するものとする。 

 なお、期限の到来した公社債の利札その他金銭と同一の性質をもつものは、規則第15

条第１号の現金に含めることができるものとする。 

 ２ 規則第 15条第１号の預金は、金融機関（銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平

成５年法律第 44号）第２条第１項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令（昭

和 40 年政令第 321 号）第１条の９各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。）に対する預金、

貯金及び掛金、郵便貯金並びに郵便振替貯金に限るものとする。 

なお、預金には、契約期間が１年を超える預金で１年内に期限の到来するものを含むものと

する。 

 

15－２ 規則第15条第２号の手形債権は、得意先との間に発生した営業取引に関する手形債

権をいう。 

 

15－４ 規則第15条第４号の有価証券及び規則第31条第１号の有価証券には、当該会社が役

員、従業員又はその他の者の名義をもって所有するものを含むものとする。 

  

15－５ 規則第15条第５号の商品とは、商業を営む会社が販売の目的をもって所有する物品

であって、当該企業の営業主目的に係るもの（ただし、15－６により製品とされる物品を

除く。）をいい、販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産とは、不動産の

売買、あっ旋等を業とする会社が販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産

をいう。 

 

15－６ 規則第15条第６号の製品、副産物及び作業くずに関しては、以下の点に留意する。

１ 製品とは、工業、鉱業その他商業以外の事業を営む会社が販売の目的をもって所有す 

  る製造品その他の生産品であって、当該企業の営業主目的に係るものをいう。 

２ 商業を営む会社で製造部門をもつものがその製造する物品を販売の目的をもって所有

する場合は、当該物品を規則第15条第６号の製品とすることができるものとする。 

３ 副産物とは、主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいい、主産物たる製品と

の区分は、企業における会計処理の慣習によるものとする。 

４ 作業くずとは、皮革くず、裁断くず、落綿、その他原材料、部分品又は貯蔵品を製造

に使用したために残存するくず物をいう。 

５ 仕損品は、副産物若しくは作業くず又は規則第15条第８号の原料若しくは材料に属す

るものとする。ただし、製品、半製品又は部分品に含めることが適当と認められる場合

は、当該項目に属させることができるものとする。 
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15－７ 規則第15条第７号において、半製品とは、中間的製品として既に加工を終り現に貯

蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい、自製部分品とは、製品又は半製品の組成

部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で当該企業の製作に係るものをいう。

なお、自製部分品の一部を直接販売に供する場合には、当該販売に供される自製部分品は、

規則第15条第５号の商品又は第６号の製品とすることができるものとする。 

 

15－８ 規則第15条第８号において、原料及び材料とは、製品の製造目的で費消される物品

で未だその用に供されないもの（ただし、半製品、部分品又は貯蔵品に属するものを除く。）

をいい、購入部分品とは、製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付

けられる物品で他から購入したものをいう。 

 

15－９ 規則第15条第９号において、仕掛品とは、製品、半製品又は部分品の生産のため現

に仕掛中のものをいい、半成工事とは、長期にわたる注文生産又は請負作業について仕掛

中のもので仕掛品以外のものをいう。 

 

15－10 規則第15条第10号の消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品とは、燃料、

油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数１年未満又は耐用年数１年以上で

相当価額未満の工具、器具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理され

なかったもので貯蔵中のものをいう。 

 なお、燃料、油等で製品の生産のため補助的に使用されるもの（補助材料をいう。）は、

貯蔵品に属させることができるものとする。 

 

15－11 規則第15条第11号の前渡金には、製品の外注加工のための前渡金を含むものとする。 

 

15－12  規則第15条第12号に規定するその他の資産に関しては、次の点に留意する。 

１ その他の資産に属する債権は、１年内に弁済期日の到来するもの又は通常の状態にお

いて１年内に確実に回収できると認められるものに限るものとする。  

２ 固定資産又は有価証券の売却その他通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債

権は、その他の資産に属するものとする。 

３ 通常の取引に基づいて発生した未収入金で売掛金及び契約資産以外のもの及び通常の

取引以外の取引に基づいて発生した未収入金で１年内に回収されると認められるものは、

その他の資産に属するものとする。 

４ 流動資産たる有価証券で営業の必要のため担保に提供し又は、差入保証金の代用とし

て提供しているものは、その他の資産に属するものとする。ただし、その金額を有価証

券に含めて記載することができる。この場合には、その旨及びその金額を注記するもの

とする。なお、預り有価証券又は借入有価証券の対照勘定は、その他の資産に属するも

のとする。 

５ 契約期間が１年を超える貸付金その他の債権で１年内に期限の到来するものであって

も、その金額の僅少なものについては、投資その他の資産として記載することができる。 

６ 返済期限が１年後に到来する債権（規則第15条第１号から第11号までに掲げる資産に

属するものを除く。）で分割返済の定めがあるものについては、１年内の分割返済予定

額を正確に算定しうるものであっても１年内の返済予定額が資産の総額の100分の５以

下である場合には、その全額を投資その他の資産として記載することができる。 

なお、分割返済の定めがあっても、個々の分割返済の金額及び期日の定めがないため

１年内の返済予定額を正確に算定できないものについては、その全額を投資その他の資産
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として記載するものとする。ただし、適当な方法によって１年内に返済が見込まれる額を

算定し、その金額を流動資産として記載することができる。 

 

17－１－２ 通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債権の金額が資産の総額の100

分の５以下である場合には、当該手形債権については、規則第17条第１項第２号に規定す

る受取手形の科目に含めて記載することができる。 

 

17－１－７ 規則第17条第１項第７号から第９号までに規定する項目の区分については、次

の点に留意する。 

１ 規則第17条第１項第７号に規定する商品及び製品には、副産物、作業くず及び自製部

分品を含むものとする。ただし、自製部分品を商品及び製品の項目に含めることが困難

であると認められる場合には、当該資産を同項第９号に規定する原材料及び貯蔵品の項

目に含めて区分することができる。 

２ 規則第17条第１項第８号に規定する仕掛品には、半成工事を含むものとする。 

３ 規則第17条第１項第９号に規定する原材料及び貯蔵品には、購入部分品及び補助材料を含む

ものとする。ただし、購入部分品を原材料及び貯蔵品の項目に含めることが困難であると認め

られる場合には、当該資産を同項第７号に規定する商品及び製品の項目に含めて区分すること

ができる。 

 

19 規則第19条の規定の適用に関しては、次の点に留意する。 

１ 短期貸付金に含まれる金融手形は、手形貸付金をいう。 

２ 株主、役員若しくは従業員に対する短期債権を区分掲記しなければならない場合とは、

株主、役員若しくは従業員に対する短期債権の合計額が資産の総額の100分の５を超える

場合をいう。 

３ 仮払金その他の未決算勘定でその金額が資産の総額の100分の５を超えるものについ

ては、当該未決算勘定の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 

４ 通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債権について、区分掲記する場合（規

則第33条の規定により区分掲記する場合を含む。）には、固定資産、有価証券等物品の

売却により発生した手形債権、営業保証金の代用として受け取った手形債権等の区別を

示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 

５ 金銭の信託及びデリバティブ取引により生じる正味の債権で、それぞれの合計額が資

産の総額の100分の５を超えるものについては、当該金銭の信託等の内容を示す名称を付

した科目をもって掲記するものとする。 

６ 通常の取引以外の取引に基づいて発生したリース債権又はリース投資資産で１年内に

期限が到来するものについて、それぞれの合計額が資産の総額の100分の５を超える場合

には、リース債権又はリース投資資産の科目をもって掲記するものとする。 

 

22 規則第22条に規定する営業の用に供する資産に関しては、次の点に留意する。 

１ 営業の用に供する資産には、貸借対照表日において現に営業の用に供している資産の

ほか、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば、遊休施設、未稼働設

備等が含まれるものとする。 

２ 同一の資産について、営業の用に供しているほか、賃貸等他の用途に供している場合

には、適正な計算方式に基づき、当該資産部分の用途に従い、有形固定資産及び投資そ

の他の資産に区分するものとする。ただし、営業の用に供している部分又は他の用途に

供している部分の額が他の部分の額に比して僅少である場合は、この限りでない。 
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３ 当該会社の営業目的のために他の会社に貸与している建物、機械等の設備、例えば、

当該会社の製品の加工又は部品の製作等の下請を専業としている会社等に対し当該作業

に必要な設備を貸与している場合又は製品の販売会社として設立されている関係会社に

対し、当該販売設備として使用させるために貸与している場合における当該設備は、営

業の用に供するものに含まれるものとする。 

 

22－６ 規則第22条第６号の工具、器具及び備品は、耐用年数１年以上で相当額以上のもの

限るものとする。容器（ただし、耐用年数１年以上で相当額以上のものに限る。）は、同

号の工具、器具及び備品に属するものとする。 

 

22－７ 規則第22条第７号の土地には、工場及び事務所の敷地のほか、社宅敷地、運動場、

農園等の経営付属用の土地が含まれるものとする。 

 

22－９ 規則第22条第９号の建設仮勘定に関しては、次の点に留意する。 

１ 設備の建設のために支出した手付金若しくは前渡金又は設備の建設のために取得した

機械等で保管中のものは、建設仮勘定に属するものとする。 

２ 建設又はその他の目的に充てられる資材で、取得の際に建設に充てるものとその他の

目的に充てるものとの区分が困難なものは、規則第15条第10号の貯蔵品に属するものと

することができる。 

３ 建設又はその他の目的に充てられる資材の購入のための前渡金で、その資材を建設に

充てるものとその他の目的に充てるものとに区分することが困難である場合には、当該

前渡金は規則第15条第11号の資産に属するものとすることができる。 

４ 建設仮勘定は、建設目的ごとに区分しないで一括して掲記するものとする。ただし、

長期にわたる巨額の資産の建設については、建設目的物ごとに掲記できるものとする。 

５ 建設仮勘定に属するものは、規則第23条第２項の規定により、建設仮勘定の名称を用

いないで、建設前渡金、その他の名称を付した科目をもって掲記することができるもの

とする。 

 

22－10 山林及び植林（ただし、付属する土地を除く。）は、規則第22条第10号に掲げる資

産に属するものとする。 

 

26の２ 規則第26条の２の規定は、建設仮勘定について減損損失累計額がある場合にも適用

があることに留意する。 

 

26の２－３ 規則第26条の２第３項の規定に従い、減損損失累計額を減価償却累計額に合算

した場合には、減価償却累計額及び減損損失累計額の科目をもって掲記することができる。

この場合においては、規則第26条の２第４項の注記を要しない。 

 

27－14  水利権、版権、著作権、映画会社の原画権、公共施設等運営事業における更新投資

に係る資産等は、規則第27条第14号に掲げる資産に属するものとする。 

 

31－６ いわゆる敷金等のうち当該契約解除の際に返還されるもの及び差入保証金（代用有

価証券を含む。）で一般の取引慣行において短期間に返却されないものは、規則第31条第

７号の長期資産に属するものとする。 
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32－１－11 当初１年を超えた後に費用となるものとして支出された前払費用について、１

年内に費用となるべき部分の金額がある場合において、その金額が僅少であるものについ

ては、当該金額を流動資産として区分しないで、規則第32条第１項第11号の長期前払費用

に含めて記載することができるものとする。 

 

33 規則第 33条の規定の適用に関しては、次の点に留意する。 

１ 投資の目的をもって所有する建物その他の資産に係る減価償却累計額及び減損損失累計額に

ついては、有形固定資産の例により、記載することができるものとする。 

２ 規則第31条の３に規定するリース債権又はリース投資資産で、それぞれの合計額が資産の総

額の100分の５を超えるものについては、リース債権又はリース投資資産の科目をもって掲記す

るものとする。 

 

36 規則第36条に規定する繰延資産に関しては、次の点に留意する。 

１ 創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款及び諸規則作成のための

費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借

料、設立事務に使用する使用人の手当給料等、金融機関の取扱手数料、金融商品取引業

者の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起

人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額並びに設立登記の登録税

等をいう。 

２ 開業費とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支

払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始までに

支出した開業準備のための費用をいう。 

３ 株式交付費とは、株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、金融商品取引業

者の取扱手数料、目論見書・株券等の印刷費、変更登記の登録免許税、その他株式の交

付等のため直接支出した費用をいう。 

４ 社債発行費とは、社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、金融商品取引業

者の取扱手数料、目論見書・社債券等の印刷費、社債の登記の登録免許税その他社債発

行のため直接支出した費用をいう。なお、資金調達などの財務活動に係るものとして、繰延

資産に計上された新株予約権の発行等に係る費用についても、社債発行費に含まれることに留

意する。 

５ 開発費とは、新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のため支出し

た費用、生産能率の向上又は生産計画の変更等により、設備の大規模な配置替を行った

場合等の費用をいう。ただし、経常費の性格をもつものは含まれないものとする。 

 

39－１ 規則第39条第１項の関係会社との取引に基づいて発生した受取手形には、関係会社

が裏書した手形を含むものとする。 

 

42－２ 規則第 42 条第２項に規定する土地再評価法第 10 条に規定する差額を注記する場合であっ

て、規則第８条の 30第１項に規定する賃貸等不動産のうち土地に係る再評価差額がある場合には、

重要性が乏しい場合を除き、これらの関係が明確となるように記載する必要があることに留意す

る。 

 

43 規則第43条の規定による注記は、当該資産の全部又は一部が、担保に供されている旨並

びに当該担保資産が担保に供されている債務を示す科目の名称及びその金額（当該債務の

一部に担保が付されている場合には、その部分の金額）を記載するものとする。なお、当
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該資産の一部が担保に供されている場合には、当該部分の金額を明らかにするものとする。 

 ただし、資産が財団抵当に供されている場合には、その旨、資産の種類、金額の合計、

当該債務を示す科目の名称及び金額を注記するものとする。 

 

47－１ 規則第47条第１号の手形債務は、仕入先との間に発生した営業取引に関する手形債

務をいう。 

 

47－２ 規則第47条第２号の買掛金は、仕入先との間の通常の取引に基づいて発生した営業

上の未払金をいい、役務の受入による営業上の未払金を含むものとする。なお、買掛金に

は、通常の取引に基づいて発生した役務の提供による営業上の未払金、例えば、電気・ガ

ス・水道料、外注加工賃等の未払額を含めることができる。 

 

47－２の２ 不動産業、倉庫業、映画業その他役務の給付を営業目的とするものの営業収益

（例えば、不動産賃貸料、倉庫保管料、映画配給料等）の前受額（顧客との契約から生じ

たものに限る。）は、規則第47条第２号の２に規定する契約負債に属するものとする。 

 

47－５ 広告料、販売手数料等の未払額（ただし、未払費用に属するものを除く。）は、規

則第47条第５号に規定する未払金に属するものとする。また、営業取引に関連する預り保

証金で入札保証金その他一般の取引慣行において短期間に返済されるものは、同号に規定

する預り金に属するものとする。 

 

47－６ 規則第47条第６号に規定するその他の負債に関しては、次の点に留意する。 

１ 設備の建設、固定資産又は有価証券の購入その他通常の取引以外の取引に基づいて発

生した手形債務及び未払金は、その他の負債に属するものとする。 

２ 預り有価証券（保護預りとして受け入れた有価証券又は担保物件として受け入れて保

管している有価証券のように、当該有価証券を直接営業の用に供しておらず、貸借対照

表に計上することが適当でないと認められるものを除く。）及び借入有価証券は、その

他の負債に属するものとする。 

３ 返済期限が１年後に到来する債務（規則第47条第１号から第５号までに掲げる負債に

属するものを除く。）で分割返済の定めがあるものについては、１年内の分割返済予定

額を正確に算定しうるものであっても１年内の返済予定額が負債及び純資産の合計額の

100分の５以下である場合には、その全額を固定負債として記載することができる。 

  なお、分割返済の定めがあっても、個々の分割返済の金額及び期日の定めがないため、

１年内の返済予定額を正確に算定できないものについては、その全額を固定負債として

記載するものとする。ただし、適当な方法によって１年内に返済が見込まれる額を算定

し、その金額を流動負債として記載することができる。 

４ 仮受金その他の未決算勘定は、貸借対照表日において当該受入額等の属すべき勘定又

は金額の確定しないものに限り、その他の負債に属するものとして計上することができ

るものとする。 

 

49－１－１ 47－６に掲げる通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形上の債務の金額

が負債及び純資産の合計額の100分の５以下である場合には、当該手形債務については、 規

則第49条第１項第１号に規定する支払手形の科目に含めて記載することができる。 

 

49－１－３ 規則第49条第１項第３号に規定する短期借入金に含まれる金融手形は、手形借
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入金をいう。 

 

49－１－５ 規則第49条第１項第５号の未払金の項目を示す科目には、規則第47条第５号の

未払金及び同条第６号のその他の負債に含まれる未払金について記載するものとする。 

 

49－１－９ 規則第49条第１項第９号の預り金の項目を示す科目には、規則第47条第５号の

預り金及び同条第６号のその他の負債に含まれる預り金並びに当該会社が源泉徴収した役

員又は従業員の所得税等について記載するものとする。 

 なお、規則第49条第１項第９号ただし書の規定により除くこととされている株主、役員

又は従業員からの預り金には、役員又は従業員の社内預金等が含まれる。 

 

50  規則第50条の規定による区分掲記に関しては、次の点に留意する。 

１ 株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務を区分掲記しなければなら

ない場合とは、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務の合計額が負

債及び純資産の合計額の100分の５を超える場合をいう。 

２ 通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債務について区分掲記する場合（規則

第53条の規定により区分掲記する場合を含む。）には、固定資産、有価証券等の物品の

購入により発生した手形債務、営業保証金の代用として振り出した手形債務等の区別を

示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 

３ 仮受金その他の未決算勘定でその金額が負債及び純資産の合計額の100分の５を超え

るものについては、当該未決算勘定の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するも

のとする。 

４ デリバティブ取引により生じる正味の債務でその合計額が負債及び純資産の合計額の

100分の５を超えるものについては、当該デリバティブ取引により生じる正味の債務の内

容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 

 

51 規則第47条第１号から第５号までに掲げる負債以外の負債で、敷金その他契約に返済期

日の定めがなく短期間に返却されないことが明らかなものは、固定負債に属するものとす

る。 

 

52－１－２ 規則第52条第１項第２号に規定する長期借入金に含まれる金融手形は、手形借

入金をいう。 

 

52－１－５ 規則第52条第１項第５号の長期未払法人税等には、例えば、国際最低課税額に

対する法人税等（規則第95条の５第１項第２号に規定する「国際最低課税額に対する法人

税等」をいう。）のうち、貸借対照表日の翌日から起算して１年を超えて支払の期限が到

来するものが含まれることに留意する。 

 

52－１－７ 規則第52条第１項第７号の引当金については、１年内にその一部の金額の使用

が見込まれるものであっても、１年内の使用額を正確に算定できないものについては、そ

の全額を固定負債として記載するものとする。ただし、その全部又は大部分が１年内に使

用されることが確実に見込まれる場合には、その全部について又は１年内の使用額を適当

な方法によって算定し、その金額を流動負債として記載するものとする。 

 

53  規則第53条に規定する株主、役員若しくは従業員からの長期借入金を区分掲記しなけれ
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ばならない場合とは、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金の合計額が負債及び純

資産の合計額の100分の５を超える場合であることに留意する。 

 

54の３－１ 規則第54条の３第１項に規定する準備金等の表示方法は、おおむね次によるも

のとする。 

固定負債 

   ………………………         ××× 

   固定負債合計            ××× 

  特別法上の準備金（又は引当金） 

   ………………………         ××× 

   特別法上の準備金（又は引当金）合計 ××× 

  負債合計               ××× 

 

54の４ 規則第54条の４及び第76条の２に掲げる工事損失引当金は、「収益認識に関する会

計基準の適用指針」に規定する工事損失引当金をいうものとする。 

 

56 規則第 56条に規定する企業結合に係る特定勘定には、例えば人員の配置転換や再教育費用、割

増（一時）退職金、訴訟案件等に係る偶発債務、工場用地の公害対策や環境整備費用、資産の処

分に係る費用など特定の事象に対応した費用又は損失が含まれることに留意する。 

 

58 規則第 58条の規定による注記に際しては、次の点に留意する。 

１ 当該偶発債務の内容（債務の保証（債務の保証と同様の効果を有するものを含む。）につい

ては、その種類及び保証先等、係争事件に係る賠償義務については、当該事件の概要及び相手

方等）を示し、その金額を記載するものとする。 

２ 受取手形及びその他の手形の割引高又は裏書譲渡高は、割引に付し又は裏書譲渡した当該手

形の額面金額を記載するものとする。 

３ 譲渡記録により電子記録債権を譲渡する際（金融資産の消滅を認識する場合に限る。）に、

保証記録も行っている場合には２に準じて注記するものとする。 

 

59 持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。）、組合及び信託の貸

借対照表を作成する場合には、その純資産の記載については、規則第59条から第68条まで

の規定に準じて、適当な項目に分類して記載することができる。 

 

62－１ 規則第62条第１項に規定する新株式申込証拠金の表示方法は、おおむね次によるも

のとする。 

   資本金               ××× 

   新株式申込証拠金          ××× 

   資本剰余金             ××× 

 

68の４ 規則第 68条の４の規定による記載については、次の点に留意する。 

１ １株当たり純資産額とは、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に定める１

株当たり純資産額をいうものとする。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎として、次に掲げる事項を注記することを妨げない。 

(1) 貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に

係る事業年度末の純資産額との差額の主な内訳 
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(2) １株当たり純資産額の算定に用いられた事業年度末の普通株式の数の種類別の内訳 

３ 持分会社、組合及び信託の貸借対照表を作成する場合には、１単位当たり純資産額を注記す

るものとする。 

 

第三章 損益計算書 

 

72－１ 規則第72条第１項に規定する売上高については、各企業の実態に応じ、売上高、売

上収益、営業収益等適切な名称を付すことに留意する。 

 

72－２ 規則第72条第２項の規定に従い記載する売上高については、顧客との契約に重要な金融要

素が含まれる場合には、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響（受取利息又は支払利息）

を損益計算書において区分して表示することに留意する。 

 

74  規則第74条の関係会社に対する売上高には、前事業年度末において関係会社に該当しな

い会社が関係会社に該当することとなった場合における当該会社に対する売上高のすべて

を含めることができるものとする。 

 

75－２ 規則第75条第２項に規定する当期製品製造原価に関する明細書又は第77条に規定す

る売上原価に関する明細書の記載は、おおむね次によるものとする。 

１ 当期製品製造原価については、当期の総製造原価を材料費、労務費、間接費（又は経

費）に区分して期首仕掛品原価に加え、これから期末仕掛品原価を控除する等の方式に

より表示し、売上原価については、当該売上品の製造原価を材料費、労務費、間接費（又

は経費）に区分する等の方式により表示するものとする。 

原価差額を仕掛品、製品等に賦課している場合には、総製造原価又は売上原価の内訳項

目として当該原価差額を示す科目を付加する等の方式により表示するものとする。 

２ １の間接費（又は経費）のうち外注加工費等金額の大きいものについては、注記又は

間接費（又は経費）の項目に内書きするものとする。 

 

76  規則第76条の規定により売上原価の項目として付加すべきものがある場合とは、商品又

は製品について合併、営業譲渡、災害、贈与、自家消費等による増減高がある場合又は製

造費以外の費用で売上原価に賦課したものがある場合等をいう。 

 

78－３ 民営鉄道業及び第一種電気通信業を営む株式会社が作成する鉄道事業営業費明細表

及び電気通信事業営業費用明細表（部門別再掲）の要約の方法については、原則として別

紙様式によるものとし、道路運送固定施設業を営む株式会社が作成する自動車道事業営業

費明細表については、鉄道事業営業費明細表の要約の方法に準じて取り扱うものとする。 

 

79  規則第79条の仕入値引とは、仕入品の量目不足、品質不良、破損等の理由により代価か

ら控除される額をいい、代金支払期日前の支払に対する買掛金の一部免除等の仕入割引と

区別するものとする。なお、一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対する仕入代

金の返戻額等の仕入割戻は、仕入値引に準じて取扱うものとする。 

 

84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管

理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、

保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、
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賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光

熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料及びのれんの償却額をいう。 

 

85－１ 規則第85条第１項ただし書の規定により、販売費及び一般管理費の科目に一括して

掲記した場合には、販売費に属する費用と一般管理費に属する費用のおおよその割合を併

せて注記するものとする。 

 

87  規則第87条に規定する通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又

は貸倒損失には、売上債権又は前渡金に対するもののほか、当該会社の営業の必要に基づ

いて経常的に発生する得意先又は仕入先に対する貸付金、立替金等の債権に対するものを

含むものとする。 

 なお、通常の取引以外の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸

倒損失の金額が僅少な場合には、規則第87条に規定する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失に

含めて記載することができる。 

 

90 規則第 90 条に規定する営業外収益に属する収益とは、受取利息、有価証券利息、受取配当金、

仕入割引その他の金融上の収益、有価証券売却益、有価証券評価益及び投資不動産賃貸料等をい

う。ただし、規則第 95条の２に規定する特別利益に記載することが適当であると認められるもの

を除く。 

 

90－２ 売買目的有価証券の評価損益は、規則第90条に規定する有価証券売却益及び規則第

93条に規定する有価証券売却損に含めて掲記することができる。 

 

93 規則第93条に規定する営業外費用に属する費用とは、支払利息、リース負債に係る利息

費用、社債利息その他の金融上の費用、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、有価

証券売却損、有価証券評価損、原材料評価損等をいう。ただし、規則第95条の３に規定す

る特別損失に属する損失とすることが適当であると認められるものを除く。 

 

95の２ 規則第95条の２及び規則第95条の３の規定に関しては、次の点に留意する。   

１ その他の項目を示す科目には、設備の廃棄による損益（当該会社において経常的に発

生するものを除く。）、転売以外の目的で取得した有価証券その他の資産の売却又は処

分による損益、企業結合に係る特定勘定の取崩益、企業結合における交換損益、事業分離にお

ける移転損益、支出の効果が期待されなくなったことによる繰延資産の一時的償却額、通

常の取引以外の原因に基づいて発生した臨時的損失等を記載するものとする。 

２ 固定資産売却損益の記載については当該固定資産の種類又は内容を、その他の項目の

記載については当該項目の発生原因又は性格を示す名称を付した科目によって掲記する

ものとする。ただし、当該事項を科目によって表示することが困難な場合には、注記す

ることができるものとする。 

３ 関係会社との取引に基づいて発生したものがある場合には、その項目の金額が重要な

ものについては、注記において、関係会社に係るものであることを明示するものとする。 

 

95の３の２ 規則第95条の３の２の注記に関しては、次の点に留意する。 

１ 規則第95条の３の２にいう資産又は資産グループ、回収可能価額等の用語は、「固定

資産の減損に係る会計基準」にいう資産又は資産グループ、回収可能価額等をいうもの

とする。 
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２ 規則第95条の３の２に規定する注記事項は、多数の資産グループにおいて重要な減損

損失が発生している場合には、資産の用途や場所等に基づいて、まとめて記載すること

ができるものとする。 

 

95の５－１－１ 規則第95条の５第１項第１号の法人税、住民税及び事業税は、「法人税、住民税

及び事業税等に関する会計基準」に従って損益に計上する法人税、地方法人税、住民税、事業税

（所得割）及び特別法人事業税（基準法人所得割）をいうものとする。 

 

95の５の２ 規則第 95条の５の２の適用に関しては、次の点に留意する。 

１ 規則第 95条の５の２に規定する１株当たり当期純利益金額等の用語は、「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」に定める１株当たり当期純利益等をいうものとする。 

２ 持分会社、組合及び信託の損益計算書を作成する場合には、１単位当たり当期純利益金額又

は当期純損失金額及び当該金額の算定上の基礎を注記するものとする。 

３ 規則第 95条の５の２に規定する１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基

礎には、次の事項が含まれることに留意する。 

  (1)  損益計算書上の当期純利益金額又は当期純損失金額、１株当たり当期純利益金額又は当

期純損失金額の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額及び

これらの差額（普通株主に帰属しない金額）の主な内訳 

  (2)  １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定に用いられた普通株式及び普通株

式と同等の株式の期中平均株式数の種類別の内訳 

 

95の５の３ 規則第 95条の５の３の適用に関しては、次の点に留意する。 

 １ 規則第 95条の５の３に規定する潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額等の用語は、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準」に定める潜在株式調整後１株当たり当期純利益等をい

うものとする。 

  ２ 規則第 95条の５の３に規定する潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎に

は、次の事項が含まれることに留意する。 

  (1)  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた当期純利益調整額の主な

内訳 

  (2)  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式増加数の主な内          

    訳 

  (3)  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含まれ

なかった潜在株式については、その旨、潜在株式の種類及び潜在株式の数 

 

95の５－４ 規則第 95 条の５第４項の前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業

税の更正、決定等による納付税額又は還付税額は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計

基準」に従って損益に計上する法人税、地方法人税、住民税、事業税（所得割）及び特別法人事

業税（基準法人所得割）の更正等による追徴税額及び還付税額をいうものとする。 

 

98  規則第98条の規定は、工事損失引当金について規則第76条の２の記載をする場合及び販

売費及び一般管理費について規則第85条第１項ただし書の記載をする場合には、適用がな

いことに留意する。 

 

第四章 株主資本等変動計算書 

 



 30 

108－１－２ 規則第108条第１項第２号に掲げる事項の記載において、新株予約権を行使すること

ができる期間（会社法第236条第１項第４号）の初日が到来していない新株予約権については、そ

れが明らかになるように記載することに留意する。 

 

第五章 キャッシュ・フロー計算書 

 

119－１－３ 規則第119条第１項第３号に規定する重要な非資金取引の内容には、当事業年

度において重要な資産除去債務を計上した場合における当該重要な資産除去債務が含まれ

ることに留意する。 

 

第六章 附属明細表 

 

121－１－２ 規則様式第 11号の有形固定資産等明細表の記載に関しては、次の点に留意する。 

１ 規則様式第 11号の有形固定資産等明細表に記載すべき減価償却累計額のうち、総合償却の方

法による会計処理を行ったため、規則第 25条ただし書の規定により貸借対照表に一括して掲記

したものについては、減価償却累計額欄に一括して記載することができるものとする。なお、

当期償却額欄に記載された償却額のうちに、租税特別措置法の規定による特別償却額（普通償

却範囲額を超える額）が含まれている場合には、その旨及びその金額を注記するものとする。 

２ 減損損失累計額について、減損損失累計額を減価償却累計額に合算し、減価償却累計額及び

減損損失累計額の科目をもって掲記している場合には、「当期末減価償却累計額又は償却累計

額」の欄を「当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額」とすることができる

ものとする。この場合において、様式第 11号（記載上の注意）11の減価償却累計額又は償却累

計額に、減損損失累計額が含まれている旨の記載を要しない。 

３ 減損損失累計額について、減損損失累計額を固定資産に対する控除科目として一括し

て掲記している場合には、減損損失累計額は、これら固定資産に対する控除科目として

一括して、「当期末減損損失累計額」の欄又は「当期末減価償却累計額又は償却累計額」

の欄に含めて記載することができる。ただし、減損損失累計額を「減価償却累計額及び

償却累計額」の欄に含めている場合は、その旨を記載しなければならない。 

４ ２の取扱いは、減損損失累計額をこれら固定資産に対する控除科目として一括して、

減価償却累計額及び減損損失累計額の科目をもって掲記している場合に準用する。 

５ 規則様式第 11号の有形固定資産等明細表に記載すべき無形固定資産の減損損失の金額は、「当

期減少額」の欄に内書（括弧書）として記載するものとする。 

 

121－１－４ 規則様式第 13 号の借入金等明細表（記載上の注意）第２号にいう特別の条件による

利率とは、国内における金融機関の貸付利率の水準に比し著しく差異のあるものをいう。 

 

121－１－５ 規則様式第 14 号の引当金明細表における同一の引当金の当期増加額と当期減少額は

相殺せずそれぞれ記載するものとする。ただし、法人税法等の取扱いに基づくいわゆる洗替計算

による増減額であってその全額が実質的な増加額又は減少額とは認められないものについては、

減少額は当期減少額のその他の欄に記載するものとする。 

 

122 別記に掲げる事業（以下「別記事業」という。）を営む株式会社の貸借対照表に掲げら

れている科目の区分が一般事業を営む株式会社について規則が定める科目区分と異なると

きは、規則様式第11号の有形固定資産等明細表の作成に当たっては、一般事業を営む株式

会社に準じた科目に区分し、その区別により記載するものとする。 
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第三編 第一種中間財務諸表 

 第一章 総則 

 

130 規則第130条に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。 

１ 当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表において記載されたすべての数値について、

原則として、前事業年度及び前中間会計期間に係る数値を含めなければならない。 

２ 当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表の理解に資すると認められる場合には、前

事業年度及び前中間会計期間に係る定性的な情報を含めなければならない。 

 

131 規則第131条及び第132条の規定の適用については、次の点に留意する。 

１ 同一の中間会計期間において複数の会計方針を変更した場合には、実務上可能な範囲

において、会計方針の変更の内容ごとに、規則第131条及び第132条の規定を適用するも

のとする。ただし、当該会計方針の変更の内容ごとに影響額を区分することが困難な場

合には、その旨を記載するものとする。 

２ 規則第131条第１項第３号及び第132条第１項第３号に規定する税引前中間純損益金額

に対する前中間会計期間における影響額とは、遡及適用を行った場合において、当中間

会計期間に係る中間損益計算書に含まれる比較情報に計上された税引前中間純損益金額

と、前中間会計期間に係る中間損益計算書に計上された税引前中間純損益金額との差額

をいうものとする。 

３ 規則第131条第１項第３号及び第132条第１項第３号に規定するその他の重要な項目に

対する影響額とは、前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額等をいう

ものとする。 

４ 規則第131条第２項第３号及び第132条第２項第３号に規定する税引前中間純損益金額

に対する影響額とは、(1)及び(2)に掲げる金額をいうものとする。 

(1) 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、か

つ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 当

中間会計期間に係る中間損益計算書に計上された税引前中間純損益金額と、変更前の会

計方針を当中間会計期間に適用した場合において計上されるべき税引前中間純損益金

額との差額 

(2) 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不

可能な場合には次に掲げる事項 

① 前事業年度の期首以前から変更後の会計方針を適用したとき 当中間会計期間に

係る中間損益計算書に含まれる比較情報に計上された税引前中間純損益金額と、前中

間会計期間に係る中間損益計算書に計上された税引前中間純損益金額との差額 

②  当事業年度の期首から変更後の会計方針を適用したとき 当中間会計期間に係る

中間損益計算書に計上された税引前中間純損益金額と、変更前の会計方針を当中間会

計期間に適用した場合において計上されるべき税引前中間純損益金額との差額 

③ 前事業年度の期中から変更後の会計方針を適用したとき 当中間会計期間に係る

第一種中間財務諸表に含まれる比較情報に計上された税引前中間純損益金額と、前中

間会計期間に係る中間損益計算書に計上された税引前中間純損益金額との差額、及び

当中間会計期間に係る中間損益計算書に計上された税引前中間純損益金額と、変更前

の会計方針を当中間会計期間に適用した場合において計上されるべき税引前中間純

損益金額との差額 

５ 規則第131条第３項に規定する事項の注記に際しては、会計基準等に規定された遡及適
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用に関する経過措置の内容に応じて、必要な事項を記載するものとする。 

 

136 規則第136条に規定する第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理とは、「中間財務

諸表に関する会計基準」にいう中間特有の会計処理（原価差異の繰延処理及び税金費用の

計算）をいうものとする。 

 

137  ８の４の取扱いは、規則第137条に規定する重要な後発事象の注記について準用する。 

 

138 ８の６の２－１－２（６を除く。）、８の６の２－１－３（３から６までを除く。）及

び８の６の２－４の取扱いは、規則第138条に規定する金融商品に関する注記について準用

する。この場合において、８の６の２－１－２中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借

対照表に」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、８の６の２－１－

３中「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と読み替えるものとする。 

 

139 規則第139条に規定する有価証券に関する注記については、次の点に留意する。 

１ 注記の対象となる有価証券には、規則第15条第４号、第31条第１号及び第32条の２に

規定する有価証券のほか、第31条第７号に属する保証差入有価証券等が含まれるものと

する。 

２ 有価証券の時価は、「時価の算定に関する会計基準」に定める時価に基づいて算定す

るものとする。 

３ 規則第139条第１号及び第２号の記載に当たっては、債券について債券の種類ごとに区

分して記載することができる。 

４ 取得原価には、償却原価法に基づいて算定された価額を含むものとする。 

 

140－１ 規則第140条第１項の注記に関しては、次の点に留意する。 

１ 取引の対象物の種類には、それぞれインデックスが含まれるものとする。 

２ 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティ

ブ取引については、注記の対象から除くものとする。 

３ デリバティブ取引の時価は、「時価の算定に関する会計基準」に従って算定するもの

とする。 

 

142  ８の９－１の取扱いは、規則第142条に規定する持分法損益等の注記について準用する。 

 

143  規則第143条から第146条までに規定する注記は、「企業結合に関する会計基準」が適用

される場合の注記とし、企業結合日、のれん及び支配等の用語は、「企業結合に関する会

計基準」に定める企業結合日、のれん及び支配等の用語をいうものとする。 

 

143－１－１ ８の17－１－１の取扱いは、規則第143条第１項第１号に掲げる「企業結合の

概要」に係る注記について準用する。 

 

144 規則第144条に規定する逆取得となる企業結合が行われた場合の注記については、次に

掲げる点に留意する。 

１ ８の18－１の取扱いは、規則第144条に規定する注記のうち、規則第143条第１項第１

号に掲げる事項に準ずる事項を記載する場合について準用する。 

２ 第一種中間連結財務諸表を作成することとなった場合には、逆取得となった企業結合
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を反映した連結財務諸表を作成する必要がある。 

 

145 規則第145条に規定する共通支配下の取引等の注記については、次に掲げる点に留意す

る。 

１ ８の20－１－１の取扱いは、規則第145条第１項第１号に掲げる「取引の概要」に係る

注記について準用する。 

２ 第一種中間連結財務諸表を作成することとなった場合には、子会社が親会社を吸収合

併することとなった企業結合を反映した第一種中間連結財務諸表を作成する必要がある。 

 

147  規則第147条及び第148条に規定する注記は、「事業分離等に関する会計基準」が適用さ

れる場合の注記とし、事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語は、「事業分離等に

関する会計基準」に定める事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語をいうものとす

る。 

また、８の23－１－１及び８の23－１－４の取扱いは、規則第147条に規定する事業分離

における分離元企業の注記について準用する。 

 

149 規則第149条に規定する継続企業の前提に関する注記については、次の点に留意する。 

１  継続企業の前提とは、「期中レビュー基準」にいう継続企業の前提をいうものとする。 

２  ８の27－２及び８の27－３の取扱いは、継続企業の前提に関する注記について準用す

る。 

３  前事業年度の財務諸表において規則第８条の27の規定により注記した継続企業の前提

に関する重要な不確実性が中間貸借対照表日において認められる場合には、中間貸借対

照表日までの期間における当該重要な不確実性の変化も含めて記載し、当中間会計期間

の末日までに継続企業の前提に関する重要な不確実性に特段の変化がない場合には、前

事業年度の注記を踏まえる必要がある（例えば、前事業年度の末日に当該注記を行った

場合であって、当中間会計期間の末日までに継続企業の前提に関する重要な不確実性に

特段の変化がないときは、当初に行った注記の内容を基に、事業年度の末日までの期間

に対応した内容を記載する必要がある。）ことに留意する。 

４  規則第149条第２号に規定する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、

又は改善するための対応策については、少なくとも当中間会計期間の属する事業年度の

末日までを対象とした対応策を記載する必要があることに留意する（３において前事業

年度の注記を踏まえる必要がある場合を除く。）。 

５  前事業年度の決算日における継続企業の前提に関する重要な不確実性に大きな変化が

あった場合又は前事業年度の決算日において継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められなかったものの、当中間会計期間に継続企業の前提に関する重要な不確実性が

新たに認められることとなった場合であって、当中間会計期間の末日から１年にわたっ

て継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて第一種中間財務諸表を作成するときは、

規則第149条第３号に規定する当該重要な不確実性が認められる理由として、具体的な対

応策が未定であること、４に規定する対応策の対象期間を超えた期間についても継続企

業の前提が成立すると評価した理由等を含めて記載することに留意する。 

６  中間貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

が発生した場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をして

もなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、中間会計期間が属する事業

年度（当該中間会計期間を除く。）以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に重要な影響を及ぼすときは、当該重要な不確実性の存在は規則第137条に規定す
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る重要な後発事象に該当することに留意する。 

 

150  規則第150条に規定する事項には、指定法人にあっては規則第199条及び第200条の規定

により注記することとされている事項に相当する事項が含まれることに留意する。 

 

152 規則第152条に規定する注記については、次の点に留意する。 

１ 投資者その他の第一種中間財務諸表の利用者が当中間会計期間に係る顧客との契約か

ら生じる収益並びに当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不

確実性を理解できるようにするための十分な情報を開示することを目的とした上で、第

一種中間財務諸表提出会社において、定量的な要因と定性的な要因の両方を考慮して当

該目的に照らして重要性が乏しいか否かを判断するものとする。また、重要性がある場

合は、当該目的に照らして記載内容及び記載方法が適切かどうかを判断して記載するも

のとする。 

２ 当中間会計期間に認識した顧客との契約から生じる収益と規則第151条第１項第１号

に掲げる報告セグメントごとの売上高との関係を投資者その他の第一種中間財務諸表の

利用者が理解できるようにするための十分な情報を記載するものとする。 

 

第二章 中間貸借対照表 

 

160－１－２ 15－12の２に掲げるその他通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債

権の金額が資産の総額の100分の１以下である場合には、当該手形債権については、規則第

160条第１項第２号に規定する受取手形、売掛金及び契約資産の科目に含めて記載すること

ができるものとする。 

 

160－１－４ 17－１－７の取扱いは、規則第160条第１項第４号から第６号までに規定する

項目の区分について準用する。 

 

164  規則第164条において準用する規則第26条の２第３項の規定に従い、減損損失累計額を

減価償却累計額に合算した場合には、減価償却累計額及び減損損失累計額の科目をもって

掲記することができる。 

 

167  当初一年を超えた後に費用となるものとして支出された前払費用について、一年内に費

用となるべき部分の金額がある場合において、その金額が僅少であるものについては、当

該金額を流動資産として区分しないで、規則第167条第１項に規定する投資その他の資産と

して記載することができるものとする。  

 

173－１－１  47－６の１に掲げる通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債務の金

額が負債及び純資産の合計額の100分の１以下である場合には、当該手形債務については、

規則第173条第１項第１号に規定する支払手形及び買掛金の科目に含めて記載することが

できるものとする。  

 

174－１－３  52－１－５の取扱いは、規則第174条第１項第３号の長期未払法人税等につい

て準用する。この場合において、52－１－５中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対

照表日」と読み替えるものとする。 
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174－１－４  52－１－７の取扱いは、規則第174条第１項第４号の引当金について準用する。

この場合において、52－１－７中「１年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起

算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 

 

175  58の取扱いは、規則第175条に規定する偶発債務の注記について準用する。 

 

183  規則第183条及び第203条の規定は、規則第２条若しくは第３条の規定によってその財務

諸表を作成している会社又は規則第４条ただし書の規定により規則第２条の規定の適用を

受ける事業に関係ある事項について同条に規定する法令若しくは準則の定めによってその

財務諸表を作成している会社に適用があることに留意する。 

 

第三章 中間損益計算書 

 

187  72－１の取扱いは、規則第187条に規定する売上高の表示方法について準用する。 

 

188  規則第188条に規定する売上原価の金額は、規則第187条の規定により掲記した売上高に

係る売上原価の金額とする。 

なお、売上原価の金額は、原価差額、棚卸資産の評価減その他で売上原価に賦課すべき

ものの金額を含めて記載するものとする。 

 

190  規則第190条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用は、会社の販売及び一般管

理業務に関する費用で、中間会計期間の費用とされるものをいう。 

なお、通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失（当

該会社の営業の必要に基づいて経常的に発生する得意先又は仕入先に対する貸付金、立替

金等の債権に対するものを含む。）は、異常なものを除き、販売費及び一般管理費に属す

るものとする。また、通常の取引以外の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金

繰入額又は貸倒損失の金額が僅少な場合には、販売費及び一般管理費として記載すること

ができるものとする。 

 

198－１－１  95の５－１－１の取扱いは、規則第198条第１項第１号の法人税、住民税及び

事業税について準用する。 

 

198－４  95の５－４の取扱いは、規則第198条第４項の前事業年度以前の事業年度に係る法

人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額について準用する。 

 

199  95の５の２及び95の５の３の取扱いは、規則第199条に規定する１株当たり中間純損益

金額に関する注記及び規則第200条に規定する潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

に関する注記について準用する。この場合において、95の５の３の２(2)中「普通株式増加

数の主な内訳」とあるのは「普通株式増加数」と、同(3)中「その旨、潜在株式の種類及び

潜在株式の数」とあるのは「前事業年度末から重要な変動がある場合にはその概要」と読

み替えるものとする。  

 

203 規則別記６に掲げる保険業を営む株式会社が提出する第一種中間財務諸表の作成に当

たり、中間会計期間に係る支払備金及び責任準備金の繰入額及び戻入額の算定を行うこと

が困難な場合には、当該繰入額及び戻入額の算定を行わないことができるものとする。 
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第五章 株主資本等に関する注記 

 

209 規則第209条に規定する「主な変動事由」とは、例えば、次に掲げるものをいう。なお、

主な変動事由の金額を記載する場合には、概算額によることを妨げない。  

１ 新株の発行又は自己株式の処分  

２ 剰余金（その他資本剰余金又はその他利益剰余金）の配当 

ただし、配当に関する注記を参照することとした場合には、省略することを妨げない。 

３ 自己株式の取得 

４ 自己株式の消却 

５ 企業結合（合併、会社分割、株式交換、株式移転など）による増加又は分割型の会社

分割による減少 

 

第四編 第二種中間財務諸表 

第一章 総則 

 

211 規則第211条に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。  

１ 当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表において記載されたすべての数値について、

原則として、前事業年度及び前中間会計期間に係る数値を含めなければならない。  

２ 当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表の理解に資すると認められる場合には、前

事業年度及び前中間会計期間に係る定性的な情報を含めなければならない。 

 

212 規則第212条に規定する注記については、次の点に留意する。 

１ ８の２の３の１の取扱いは、規則第212条に規定する注記について準用する。この場合

において、８の２の３の１中「財務諸表の」とあるのは「第二種中間財務諸表の」と、

「財務諸表作成のための」とあるのは「第二種中間財務諸表作成のための」と、「財務

諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 

２ 会計方針には、例えば次の事項が含まれるものとする。 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

(3) 引当金の計上基準 

(4) 収益及び費用の計上基準 

(5) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

(6) ヘッジ会計の方法 

(7) 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

(8) その他第二種中間財務諸表作成のための重要な事項 

３ ８の２の３の３の取扱いは、２の(1)から(8)までに例示されている会計方針の記載に

ついて準用する。この場合において、８の２の３の３中「財務諸表」とあるのは「第二

種中間財務諸表」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」

と、「連結財務表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 

 

213 規則第213条及び第214条の規定の適用については、次の点に留意する。 

１ 同一の中間会計期間において複数の会計方針を変更した場合には、実務上可能な範囲

において、会計方針の変更の内容ごとに、規則第213条及び第214条の規定を適用するも

のとする。ただし、当該会計方針の変更の内容ごとに影響額を区分することが困難な場
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合には、その旨を記載するものとする。 

２ 規則第213条第１項第３号及び第214条第１項第３号に規定する第二種中間財務諸表の

主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額とは、遡及適用を行っ

た場合において、当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に含まれる比較情報に計上

された主な科目の金額と、前事業年度に係る財務諸表及び前中間会計期間に係る第二種

中間財務諸表に計上された主な科目の金額との差額をいうものとする。 

３ 規則第213条第２項第１号ハ及び第214条第２項第１号ハに規定する第二種中間財務諸

表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額とは、当中間会計期間に係る第二種中間

財務諸表の主な科目の金額と、変更前の会計方針を当中間会計期間に適用した場合にお

いて計上されるべき主な科目の金額との差額をいうものとする。 

４ 規則第213条第２項第２号ハ及び第214条第２項第２号ハに規定する第二種中間財務諸

表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額とは、次の(1)から(3)までに掲げる金額

をいうものとする。 

(1) 前事業年度の期首以前から会計方針を適用したとき 当中間会計期間に係る第二種

中間財務諸表に含まれる比較情報に計上された主な科目の金額と、前事業年度に係る財

務諸表及び前中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に計上された主な科目の金額と

の差額 

(2) 当事業年度の期首から変更後の会計方針を適用したとき 当中間会計期間に係る第

二種中間財務諸表の主な科目の金額と、変更前の会計方針を当中間会計期間に適用した

場合において計上されるべき主な科目の金額との差額 

(3) 前事業年度の期中から変更後の会計方針を適用したとき 当中間会計期間に係る第

二種中間財務諸表に含まれる比較情報に計上された主な科目の金額と、前事業年度に係

る財務諸表及び前中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に計上された主な科目の金

額との差額、及び当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表の主な科目の金額と、変更

前の会計方針を当中間会計期間に適用した場合において計上されるべき主な科目の金

額との差額 

５ 規則第213条第３項に規定する事項の注記に際しては、会計基準等に規定された遡及適

用に関する経過措置の内容に応じて、必要な事項を記載するものとする。 

 

215 前事業年度に係る貸借対照表における表示方法と当中間会計期間に係る中間貸借対照

表における表示方法が異なることにより、当中間会計期間に係る比較情報に含まれる科目

の表示を前事業年度に係る貸借対照表における科目の表示から変更する場合には、規則第2

15条第１項に規定する事項の注記を要しないことに留意する。 

 

219  ８の４の取扱いは、規則第219条に規定する重要な後発事象の注記について準用する。 

 

220 ８の６から８の６－１－２までの取扱いは、規則第220条に規定するリースに関する注

記について準用する。この場合において、８の６中「財務諸表提出会社」とあるのは「第

二種中間財務諸表提出会社」と、「財務諸表」とあるのは「第二種中間財務諸表」と、８

の６－１－２中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と読み替えるものとする。 

 

221 ８の６の２－１－２から８の６の２－５までの取扱いは、規則第221条に規定する金融

商品に関する注記について準用する。この場合において、８の６の２－１－２中「貸借対

照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対

照表の」と、８の６の２－１－３中「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、
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「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「当該事業年度」とあるのは「当該中

間会計期間」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、８の６の２－５

中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間

貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と読み替

えるものとする。 

 

222  ８の７－１の取扱いは、規則第222条に規定する有価証券に関する注記について準用す

る。 

 

223  ８の８の取扱いは、規則第223条に規定するデリバティブ取引に関する注記について準

用する。 

 

225 ８の９－１及び８の９－２の取扱いは、規則第225条に規定する持分法損益等の注記に

ついて準用する。この場合において、８の９－２の３中「当事業年度」とあるのは「当中

間会計期間」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものと

する。 

 

226 ８の14及び８の14－１－１の取扱いは、規則第226条に規定するストック・オプション

若しくは自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に関する注記について準用する。 

 

227 ８の15から８の15－７までの取扱いは、規則第227条に規定するストック・オプション

に関する注記について準用する。 

 

228 規則第228条から第231条まで及び第234条に規定する注記とは、「企業結合に関する会

計基準」が適用される場合の注記とし、企業結合日、のれん、条件付取得対価及び支配等

の用語は、「企業結合に関する会計基準」に定める企業結合日、のれん、条件付取得対価

及び支配等の用語をいうものとする。 

また、８の17－１－１から８の17－４までの取扱いは、規則第228条に規定する取得によ

る企業結合が行われた場合の注記について準用する。この場合において、８の17－３中「税

引前当期純損益」とあるのは「税引前中間純損益」と、「当期純損益」とあるのは「中間

純損益」と読み替えるものとする。 

 

229－１ 規則第229条第１項において規則第８条の18を準用する場合は次の点に留意する。 

１ ８の18－１の取扱いは、規則第229条において準用する規則第８条の18第１項に規定す

る事項及び影響額のうち、規則第８条の17第１項第１号に掲げる事項に準ずる事項を記

載する場合について準用する。 

２ ８の18－４の取扱いは、規則第229条において準用する規則第８条の18第４項ただし書

に規定する第二種中間連結財務諸表を作成することとなった場合の取扱いについて準用

する。この場合において、８の18－４中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結

財務諸表」と読み替えるものとする。 

 

229－２ ８の19－１－１の取扱いは、規則第229条第２項において規則第８条の19を準用す

る場合の取扱いについて、準用する。 

 

230 ８の20－１－１の取扱いは、規則第230条において準用する規則第８条の20第１項第１
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号に掲げる「取引の概要」に係る注記について準用し、８の21－３の取扱いは、規則第230

条において準用する規則第８条の21第３項ただし書に規定する第二種中間連結財務諸表を

作成することとなった場合の取扱いについて準用する。この場合において、８の21－３中

「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。  

 

231 ８の22－１－１の取扱いは、規則第231条において準用する規則第８条の22第１項第１

号に掲げる「取引の概要」に係る注記について準用する。 

 

232 規則第232条、第233条及び第235条に規定する注記とは、「事業分離等に関する会計基

準」が適用される場合の注記とし、事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語は、「事

業分離等に関する会計基準」に定める事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語をい

うものとする。 

また、８の23－１－１及び８の23－１－４の取扱いは、規則第232条において準用する規

則第８条の23に規定する事業分離における分離元企業の注記について準用する。 

 

236－１ 規則第236条に規定する継続企業の前提とは、「中間監査基準」にいう継続企業の

前提をいうものとする。 

 

236－２ ８の27－２及び８の27－３の取扱いは、規則第236条に規定する継続企業の前提に

関する注記について準用する。 

 

236－３ 規則第236条の注記において、前事業年度の財務諸表において規則第８条の27の規

定により注記した継続企業の前提に関する重要な不確実性が中間貸借対照表日において認

められる場合には、中間貸借対照表日までの期間における当該重要な不確実性の変化も含

めて記載し、当中間会計期間末までに継続企業の前提に関する重要な不確実性に特段の変

化がない場合には、前事業年度の注記を踏まえる必要がある（例えば、前事業年度の末日

に当該注記を行った場合であって、当中間会計期間の末日までに継続企業の前提に関する

重要な不確実性に特段の変化がないときは、当初に行った注記の内容を基に、事業年度の

末日までの期間に対応した内容を記載する必要がある。）ことに留意する。  

 

236－４ 規則第236条第２号に規定する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消

し、又は改善するための対応策については、少なくとも当中間会計期間の属する事業年度

の末日までの期間を対象とした対応策を記載することに留意する（236－３において前事業

年度の注記を踏まえる必要がある場合を除く。）。 

 

236－５ 前事業年度の決算日における継続企業の前提に関する重要な不確実性に大きな変

化があった場合又は前事業年度の決算日において継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められなかったものの、当中間会計期間に継続企業の前提に関する重要な不確実性が

新たに認められることとなった場合であって、当中間会計期間の末日から１年にわたって

継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて第二種中間財務諸表を作成するときは、規

則第236条第３号に規定する当該重要な不確実性が認められる理由として、具体的な対応策

が未定であること、236－４に規定する対応策の対象期間を超えた期間についても継続企業

の前提が成立すると評価した理由等を含めて記載することに留意する。 

 

236－６ 中間貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
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状況が発生した場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をし

てもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、中間会計期間が属する事業

年度（当該中間会計期間を除く。）以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況に重要な影響を及ぼすときは、当該重要な不確実性の存在は規則第219条に規定する重

要な後発事象に該当することに留意する。 

 

237 ８の28の取扱いは、規則第237条に規定する資産除去債務に関する注記について準用す

る。 

 

239 ８の30及び８の30－１－２の取扱いは、規則第239条第１項において準用する規則第８

条の30に規定する賃貸等不動産に関する注記について準用する。この場合において、８の3

0の４中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、８の30－１－２中「当期末」と

あるのは「当中間期末」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と読み替える

ものとする。 

 

240 ８の33の取扱いは、規則第240条に規定する棚卸資産に関する注記について準用する。 

 

241 ８の32の取扱いは、規則第241条に規定する収益認識に関する注記について準用する。

この場合において、８の32中「財務諸表の」とあるのは「第二種中間財務諸表の」と、「財

務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「当事業年度末」とあ

るのは「当中間会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間会計期間の末日

後」と読み替えるものとする。 

 

241－２ 規則第241条第２項に規定する重要な変動が認められない場合に該当するかどうか

は、241において準用する８の32の１に記載する目的に照らして判断するものとする。 

 

242 規則第242条に規定する事項には、指定法人にあっては規則第62条第２項の規定により

注記することとされている事項に相当する事項が含まれることに留意する。 

 

第二章 中間貸借対照表 

 

250－１－２ 15－12の２に掲げるその他通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債

権の金額が資産の総額の100分の１以下である場合には、当該手形債権については、規則第

250条第１項第２号に規定する受取手形、売掛金及び契約資産の科目に含めて記載すること

ができるものとする。 

 

254 26の２－３の取扱いは、規則第254条に規定する有形固定資産の減損損失累計額の記載

について準用する。 

 

257－１ 当初１年を超えた後に費用となるものとして支出された前払費用について、１年内

に費用となるべき部分の金額がある場合において、その金額が僅少であるものについては、

当該金額を流動資産として区分しないで、規則第257条第１項に規定する投資その他の資産

として記載することができるものとする。 

 

264－１－１ 47－６の１に掲げる通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債務の金
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額が負債及び純資産の合計額の100分の１以下である場合には、当該手形債務については、

規則第264条第１項第１号に規定する支払手形の科目に含めて記載することができるもの

とする。 

 

265－１－４ 52－１－５の取扱いは、規則第265条第１項第４号の長期未払法人税等につい

て準用する。この場合において、52－１－５中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対

照表日」と読み替えるものとする。 

 

265－１－５ 52－１－７の取扱いは、規則第265条第１項第５号の引当金について準用する。

この場合において、52－１－７中「１年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起

算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 

 

269 持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。）、組合及び信託の中

間貸借対照表を作成する場合には、その純資産の記載については、規則第269条から第278

条までの規定に準じて、適当な項目に分類して記載することができる。 

 

280 規則第280条の規定による記載については、次の点に留意する。 

１ １株当たり純資産額とは、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に

定める１株当たり当期純資産額をいうものとする。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎として、次に掲げる事項を注記することを妨げな

い。 

(1) 中間貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式に係る中間会計期間末の純資産額との差額の主な内訳 

(2) １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数の種類別の

内訳 

３ 持分会社、組合及び信託の中間貸借対照表を作成する場合には、１単位当たり純資産

額を注記するものとする。 

 

282 規則第282条及び第306条の規定は、規則第２条若しくは第３条の規定によってその財務

諸表を作成している会社又は規則第４条ただし書の規定により規則第２条の規定の適用を

受ける事業に関係ある事項について同条に規定する法令又は準則の定めによってその財務

諸表を作成している会社に適用があることに留意する。 

 

第三章 中間損益計算書 

 

287 72－１の取扱いは、規則第287条に規定する売上高の表示方法について準用する。 

 

288 188の取扱いは、規則第288条に規定する売上原価の表示方法について準用する。 

 

290 190の取扱いは、規則第290条に規定する販売費及び一般管理費の表示方法について準用

する。 

 

292－１ 規則第292条第１項に規定する営業外収益に属する収益とは、90に掲げる収益であ

って、中間会計期間の収益として計上すべきものをいう。 
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292－２ 受取利息は、規則第292条第２項に規定する重要なものとして、その金額を注記す

るものとする。ただし、金額が僅少である場合は、注記しないことができる。 

 

293－１ 規則第293条第１項に規定する営業外費用に属する費用とは、93に掲げる費用であ

って、中間会計期間の費用として計上すべきものをいう。 

 

293－２ 支払利息は、規則第293条第２項に規定する重要なものとして、その金額を注記す

るものとする。ただし、金額が僅少である場合は，注記しないことができる。 

 

295－１ 規則第295条第１項に規定する特別利益に属する利益及び規則第296条第１項に規

定する特別損失に属する損失は、固定資産売却損益、減損損失、災害による損失、設備の

廃棄による損益（当該会社において経常的に発生するものを除く。）、転売以外の目的で

取得した有価証券その他の資産の売却又は処分による損益、企業結合に係る特定勘定の取

崩益、企業結合における交換損益、事業分離における移転損益、支出の効果が期待されな

くなったことによる繰延資産の一時的償却額、通常の取引以外の原因に基づいて発生した

臨時的損失等であって、中間会計期間の利益又は損失として計上すべきものをいう。 

 

295－２ 規則第295条第２項及び第296条第２項に規定するその金額が重要なものとは、税引

前中間純利益又は税引前中間純損失の金額におおむね100分の20以上の影響を与えている

ものをいい、これらの規定により注記すべき内容とは、固定資産の売却損益については当

該固定資産の種類又は内容及びその金額を、その他の特別損益については当該特別損益の

発生原因及びその金額をいうものとする。 

 

297 95の３の２の取扱いは、規則第297条に規定する減損損失に関する注記について準用す

る。 

 

300－１－１  95の５－１－１の取扱いは、規則第300条第１項第１号の法人税、住民税及び

事業税について準用する。 

 

300－４  95の５－４の取扱いは、規則第300条第４項の前事業年度以前の事業年度に係る法

人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額について準用する。 

 

301 95の５の２及び95の５の３の取扱いは、規則第301条に規定する１株当たり中間純損益

金額等に関する注記及び規則第302条に規定する潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額に関する注記について準用する。 

 

306 規則別記６に掲げる保険業を営む株式会社が提出する第二種中間財務諸表の作成に当

たり、中間会計期間に係る支払備金及び責任準備金の繰入及び戻入計算を行うことが困難

な場合には、当該繰入及び戻入計算を行わないことができるものとする。 

 

第四章 中間株主資本等変動計算書 

 

318 108－１－２の取扱いは、規則第318条に規定する新株予約権に関する注記について準用

する。 

 



 43 

第五編 指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表 

 

327－１ 中間財務諸表を国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成している場合

には、その旨を記載することに留意する。 

 

327－２ 中間財務諸表を指定国際会計基準に定める国際会計基準第34号「期中財務報告」に

準拠して作成している場合には、その旨を記載することに留意する。 

 

第六編 外国会社の財務書類 

 

328  規則第328条第１項、第２項及び第５項ただし書の規定により、外国会社がその本国又

は本国以外の本邦外地域（以下「本国等」という。）において開示又は作成している財務

計算に関する書類を財務書類として提出することとする場合は、当該外国会社から、これ

らの規定の適用の必要性について申出があり、かつ、これらの規定に規定する「公益又は

投資者保護に欠けることがない」ことが確認できる資料の提出があることを条件とする。 

「金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合」に関し、

次に掲げる全ての要件を満たす場合における財務書類の用語、様式及び作成方法について

は、外国会社の本国等における用語、様式及び作成方法によるものとする。 

１  外国会社が本国等の法令等に基づき使用している財務計算に関する書類の用語、様式

及び作成方法が、本邦における会計処理の原則及び手続並びに表示方法に従ったもので

あること又はこれと同等であると認められること（例えば、国際会計基準や米国会計基

準に従ったものであることが考えられる。）。 

なお、本国等における用語、様式及び作成方法により作成した財務書類（中間財務書

類を除く。）について、公認会計士又は監査法人の監査証明に代えて、金融商品取引法

第 193 条の２第１項第１号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を受ける場

合には、当該証明を行う者が、あらかじめ公認会計士法第 34 条の 35 第１項に基づく

外国監査法人等の届出を行っていることが求められることに留意すること。 

２ 本国等の法令等において、財務計算に関する書類の不提出や虚偽記載等に関し、財務

計算に関する書類の提出会社に対する監督を行う本国等の行政機関その他これに準ずる

もの（以下「海外監督当局」という。）による検査及び訂正命令並びに罰則等が規定さ

れており、当該本国等の海外監督当局により、財務計算に関する書類の提出会社に対す

る適切な監督が行われていること。 

３ 証券監督者国際機構（IOSCO）における多国間情報交換枠組み等の当局間による協議・

協力及び情報交換に関する覚書において、監督上必要な情報を取得することが可能とな

っているなど、本国等の海外監督当局と金融庁による情報交換が可能となっていること。 

 

329 規則第329条に規定する注記は、重要な項目について、当該外国会社の財務書類と当該

会社が本邦における会計処理の原則及び手続に基づいて作成したと仮定した場合の財務諸

表又は中間財務諸表とを比較した相違を金額により記載することができる場合には、当該

金額による相違も記載するものとする。 

 

330－２ 規則第330条第２項の規定に関しては、次の点に留意する。 

１ 本邦における表示方法と異なるものがある場合とは、本邦における投資者が、当該本

邦外地域における用語、様式及び作成方法によって作成された財務書類の内容を十分に

理解することが困難であり又は誤解を生ずるおそれのある場合であって、おおむね次に
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該当するような場合をいうものとする。 

① 当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続が本邦における会計処理の原則及

び手続と異なることにより、特異な勘定科目が用いられている場合 

② 規則第二編第二章から第五章まで又は第三編第二章及び第三章若しくは第四編第二

章及び第三章に規定する勘定科目の名称と同様の名称を付した科目をもって区分掲記

された科目であって、当該科目の内容が、規則第二編第二章から第五章まで又は第三編

第二章及び第三章若しくは第四編第二章及び第三章の規定による区分基準と異なる基

準で区分されている場合 

③ 流動資産、固定資産等資産の分類、流動負債、固定負債等負債の分類等、分類の基準

が規則第二編第二章から第五章まで又は第三編第二章及び第三章若しくは第四編第二

章及び第三章に規定する分類の基準と異なる場合 

２ 注記の内容に関しては、その旨を記載するとともに、当該事項に係る科目その他記載

の内容について十分に理解せしめるために必要な事項を記載するものとする。なお、こ

の注記は、規則第329条に規定する注記と併せて記載することができる。 

 

331 規則第331条に規定する本邦通貨に換算した金額は、一定の日における為替相場により

換算した金額とし、同条に規定する注記は、当該為替相場について、その日、換算率、為

替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。 

 

附 則 

２ 規則附則第３項及び第４項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。 

(1)  当事業年度に会計方針又は表示方法（以下「会計方針等」という。）の変更を行ったとき

は、次に掲げる場合を除き、前事業年度に係る財務諸表に当事業年度の会計方針等を適用し、

遡及適用に関する原則的な取扱い（規則第８条の３第２項本文に定める遡及適用に関する原

則的な取扱いをいう。以下同じ。）及び前事業年度に係る財務諸表の組替えを行うものとす

る。 

① 遡及適用に関する原則的な取扱いが実務上不可能な場合 

② 会計基準等に遡及適用を行わない旨の経過措置が規定されている場合 

③ 財務諸表の組替えが実務上不可能な場合 

(2)  当事業年度に会計方針等の変更を行った場合において、前事業年度に係る財務諸表に当事

業年度の会計方針等を適用するときは、規則第８条の３第１項及び第４項、規則第８条の３

の２第１項及び第３項並びに規則第８条の３の４第１項、第３項及び第４項の規定による注

記については、同一の内容を前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表に記載するものとす

る。 

(3)   当事業年度に会計方針等の変更を行った場合において、前事業年度に係る財務諸表に当事

業年度の会計方針等を適用しないときは、規則第８条の３第２項から第４項まで、規則第８

条の３の２第２項及び第３項並びに規則第８条の３の４第２項から第４項までの規定による

注記については、当事業年度に係る財務諸表に記載するものとする。 

(4)  当事業年度に会計方針の変更を行った場合において、当該会計方針の変更を会計上の見積

りの変更と区別することが困難なときは、前事業年度に係る財務諸表については、当該変更

前の会計方針を適用するものとする。 

 

（別記事業関係） 

 規則第２条及び第10条に規定する別記事業を営む株式会社及び指定法人に係る取扱いに

関しては、次の点に留意する。 
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１ 規則別記１に掲げる建設業を営む株式会社が提出する財務諸表の記載事項のうち、次

に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書の規定により、

建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の定めによらず、規則に定める別記以外の

事業に適用される記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、 

①  関係会社に該当する会社に関する事項 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債に関する事項 

③ 株主、役員若しくは従業員に対する債権債務に関する事項 

④ 有形固定資産、減価償却累計額及び減損損失累計額に関する事項 

⑤ 規則第54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

⑥ 純資産の部に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、 

① 関係会社との取引に基づいて発生した収益又は費用に関する事項 

② 営業外収益及び営業外費用に関する事項 

③  規則第95条の４及び第95条の５に規定する当期純損益金額と同一内容のものに

関する事項 

④  規則第98条に規定する引当金繰入額に関する事項 

(3) 株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

２  規則別記３に掲げる銀行・信託業を営む株式会社が提出する財務諸表の記載事項のうち、

次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書及び第 10 条

ただし書の規定により、銀行法施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）、長期信用銀行法

施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 13 号）、信託業法施行規則（平成 16 年内閣府令第 107

号）、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令（平成 20 年財務省令第 60 号）及び

株式会社国際協力銀行の会計に関する省令（平成 24年財務省令第 15号）の定めによらず、

規則に定める別記以外の事業に適用される記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、規則第 54 条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金

の表示に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、規則第 95条の４及び第 95条の５に規定する当期純損益金

額と同一内容のものに関する事項 

(3)  株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

(4)  規則第 10 条の規定による注記については、次に掲げる事項に関する注記以外のものは記

載を要しないものとする。 

①  規則第８条の２の３に規定する重要な会計方針の注記 

② 規則第８条の２の４に規定する重要な会計上の見積りに関する注記 

③ 規則第８条の３及び第８条の３の２に規定する会計方針の変更に関する注記 

④ 規則第８条の３の３に規定する未適用の会計基準等に関する注記 

⑤ 規則第８条の３の４に規定する表示方法の変更に関する注記 

⑥ 規則第８条の３の５に規定する会計上の見積りの変更に関する注記 

⑦ 規則第８条の３の６に規定する会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合の注記 

⑧ 規則第８条の３の７に規定する修正再表示に関する注記 

⑨ 規則第８条の４に規定する重要な後発事象に関する注記 

⑩ 規則第８条の５に規定する追加情報に関する注記 

⑪ 規則第８条の６に規定するリースに関する注記 

⑫ 規則第８条の６の２に規定する金融商品に関する注記 
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⑬ 規則第８条の７に規定する有価証券に関する注記 

⑭ 規則第８条の８に規定するデリバティブ取引に関する注記 

⑮ 規則第８条の９に規定する持分法損益等の注記 

⑯ 規則第８条の10及び第８条の10の２に規定する関連当事者との取引等に関する注 

記 

⑰ 規則第８条の12に規定する税効果会計に関する注記 

⑱ 規則第８条の13に規定する退職給付に関する注記 

⑲ 規則第８条の14から第８条の16までに規定するストック・オプション等に関する

注記 

⑳ 規則第８条の17から第８条の26までに規定する企業結合及び事業分離に関する注 

 記 

㉑ 規則第８条の27に規定する継続企業の前提に関する注記 

㉒ 規則第８条の28に規定する資産除去債務に関する注記 

㉓ 規則第８条の29に規定するセグメント情報等の注記 

㉔ 規則第８条の30に規定する賃貸等不動産に関する注記 

㉕ 規則第８条の32に規定する収益認識に関する注記 

㉖ 規則第８条の33に規定する棚卸資産に関する注記 

㉗ 規則第26条に規定する減価償却累計額を資産から直接控除した場合の注記  

㉘ 規則第42条に規定する再評価に関する注記 

㉙ 規則第43条に規定する担保資産の注記 

㉚ 規則第54条の４に規定するたな卸資産及び工事損失引当金に関する注記 

㉛ 規則第56条に規定する企業結合に係る特定勘定の注記 

㉜ 規則第58条に規定する偶発債務に関する注記のうち係争事件に係る賠償義務に関

する注記 

㉝ 規則第62条第２項に規定する新株式申込証拠金に関する注記 

㉞ 規則第68条の４に規定する一株当たり純資産額に関する注記 

㉟ 規則第76条の２に規定する工事損失引当金繰入額の注記 

㊱ 規則第86条に規定する研究開発費の注記 

㊲ 規則第95条の３の２に規定する減損損失に関する注記 

㊳ 規則第95条の３の３に規定する企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記 

㊴ 規則第95条の５の２に規定する一株当たり当期純損益金額に関する注記 

㊵ 規則第95条の５の３に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関す

る注記 

㊶ 規則第106条から第109条までに規定する発行済株式、自己株式、新株予約権等及

び配当に関する注記 

㊷ 規則第119条に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する注記 

㊸ 規則第126条に規定する附属明細表の省略に関する注記 

３ 規則別記４に掲げる建設業保証業を営む株式会社が提出する財務諸表のうち、株主資本等変

動計算書については、規則第２条ただし書の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する

法律施行規則（昭和 27 年建設省令第 23 号）の定めによらず、規則様式第７号により記載する

ものとする。 

４ 規則別記５に掲げる第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限る。）

及び規則別記17に掲げる投資運用業（金融商品取引法第28条第４項に規定する投資運用

業のうち、同法第２条第８項第14号に掲げる行為を業として行う場合に限る。）を営む

株式会社が提出する財務諸表の記載事項のうち、次に掲げる事項の用語、様式及び作成
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方法については、規則第２条ただし書の規定により、金融商品取引業等に関する内閣府

令（平成19年内閣府令第52号）の定めによらず、規則に定める別記以外の事業に適用さ

れる記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、 

① 関係会社に該当する会社に関する事項 

② 規則第54条の３に規定する特別法上の準備金等に関する事項 

③ 規則第54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、関係会社との取引に基づいて発生した収益又は費用

に関する事項 

５ 規則別記６に掲げる保険業を営む株式会社又は指定法人（保険業法施行規則（平成８

年大蔵省令第５号）の適用を受ける株式会社又は指定法人に限る。）が提出する財務諸

表の記載事項のうち、次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２

条ただし書及び第10条ただし書の規定により、保険業法施行規則の定めによらず、規則

に定める別記以外の事業に適用される記載方法によるものとする。 

(1) 保険業法施行規則別紙様式第７号第４及び第７号の２第４の貸借対照表中「価格変

動準備金」及び「金融商品取引責任準備金」は、「特別法上の準備金」の区分に記載

するものとする。 

(2) 貸借対照表の記載事項のうち、 

① 規則第 54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

② 株式会社にあっては、純資産の部に関する事項 

(3) 損益計算書の記載事項のうち、株式会社にあっては、規則第 95条の４及び第 95条の５に

規定する当期純損益金額と同一内容のものに関する事項 

(4) 株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。ただし、指定法人に

あっては、同様式に準じて記載するものとする。 

(5) 規則第 10 条の規定による注記については、次に掲げる事項（指定法人にあっては、⑲、

㉝、㉞、㊴及び㊵の事項を除く。）に関する注記以外のものは記載を要しないこととする。 

①  規則第８条の２の３に規定する重要な会計方針の注記 

② 規則第８条の２の４に規定する重要な会計上の見積りに関する注記 

③ 規則第８条の３及び第８条の３の２に規定する会計方針の変更に関する注記 

④ 規則第８条の３の３に規定する未適用の会計基準等に関する注記 

⑤ 規則第８条の３の４に規定する表示方法の変更に関する注記 

⑥ 規則第８条の３の５に規定する会計上の見積りの変更に関する注記 

⑦ 規則第８条の３の６に規定する会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合の注記 

⑧ 規則第８条の３の７に規定する修正再表示に関する注記 

⑨ 規則第８条の４に規定する重要な後発事象に関する注記 

⑩ 規則第８条の５に規定する追加情報に関する注記 

⑪  規則第８条の６に規定するリースに関する注記 

⑫ 規則第８条の６の２に規定する金融商品に関する注記 

⑬ 規則第８条の７に規定する有価証券に関する注記 

⑭ 規則第８条の８に規定するデリバティブ取引に関する注記 

⑮ 規則第８条の９に規定する持分法損益等の注記 

⑯ 規則第８条の10及び第８条の10の２に規定する関連当事者との取引等に関する注

記 

⑰ 規則第８条の12に規定する税効果会計に関する注記 
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⑱ 規則第８条の13に規定する退職給付に関する注記 

⑲ 規則第８条の14から第８条の16までに規定するストック・オプション等に関する

注記 

⑳ 規則第８条の17から第８条の26までに規定する企業結合及び事業分離に関する注  

記 

㉑ 規則第８条の27に規定する継続企業の前提に関する注記 

㉒ 規則第８条の28に規定する資産除去債務に関する注記 

㉓ 規則第８条の29に規定するセグメント情報等の注記 

㉔ 規則第８条の30に規定する賃貸等不動産に関する注記 

㉕ 規則第８条の32に規定する収益認識に関する注記 

㉖ 規則第８条の33に規定する棚卸資産に関する注記 

㉗ 規則第26条に規定する減価償却累計額を資産から直接控除した場合の注記 

㉘ 規則第42条に規定する再評価に関する注記 

㉙ 規則第43条に規定する担保資産の注記 

㉚ 規則第54条の４に規定するたな卸資産及び工事損失引当金に関する注記 

㉛ 規則第56条に規定する企業結合に係る特定勘定の注記 

㉜ 規則第58条に規定する偶発債務に関する注記のうち係争事件に係る賠償義務に関

する注記 

㉝ 規則第62条第２項に規定する新株式申込証拠金に関する注記 

㉞ 規則第68条の４に規定する一株当たり純資産額に関する注記 

㉟ 規則第76条の２に規定する工事損失引当金繰入額の注記 

㊱ 規則第86条に規定する研究開発費の注記 

㊲ 規則第95条の３の２に規定する減損損失に関する注記 

㊳ 規則第95条の３の３に規定する企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記 

㊴ 規則第95条の５の２に規定する一株当たり当期純損益金額に関する注記 

㊵ 規則第95条の５の３に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関す 

る注記 

㊶ 規則第106条から第109条までに規定する発行済株式、自己株式、新株予約権等及

び配当（指定法人にあっては、規則第106条から第109条までの規定により、注記す

ることとされている事項に相当する事項を含む。）に関する注記 

㊷ 規則第119条に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する注記 

㊸  規則第126条に規定する附属明細表の省略に関する注記 

５の２ 規則別記６に掲げる保険業を営む株式会社（株式会社日本貿易保険の会計に関す

る省令（平成29年経済産業省令第27号）の適用を受ける株式会社に限る。）が提出する

財務諸表のうち、次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条た

だし書の規定により、同令の定めによらず、規則に定める別記以外の事業に適用される

記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、純資産の部に関する事項 

(2) 株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

６ 規則別記７に掲げる民営鉄道業を営む株式会社が提出する財務諸表の記載事項のうち、

次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書の規定によ

り、鉄道事業会計規則（昭和62年運輸省令第７号。以下「鉄道事業規則」という。）の

定めによらず、規則に定める別記以外の事業に適用される記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、 

① 関係会社に該当する会社に関する事項 
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② 繰延税金資産及び繰延税金負債に関する事項 

③ 株主、役員若しくは従業員に対する債権債務に関する事項 

④ 規則第54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

⑤ 純資産の部に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、 

①  関係会社との取引に基づいて発生した収益又は費用に関する事項 

②  規則第95条の４及び第95条の５に規定する当期純損益金額と同一内容のものに

関する事項 

(3) 株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

(4) 鉄道事業規則に規定する貸借対照表の記載事項のうち、 

① 受取手形のうちに通常の取引以外の取引により発生したものが含まれている場合

又は未収金のうちに売上債権が含まれている場合において、その金額が資産の総額

の100分の５を超えるときは、その旨及びその金額を注記する。 

② 支払手形のうちに通常の取引以外の取引により発生したものが含まれている場合

又は未収金のうちに買掛債務が含まれている場合において、その金額が負債及び純

資産の合計額の100分の５を超えるときは、その旨及びその金額を注記する。  

(5) 鉄道事業規則に規定する貸借対照表における臨時繰延額は、繰延資産の次に、別に

区分を設けて臨時繰延額の内容を示す名称をもって表示する。 

７ 規則別記９に掲げる水運業を営む株式会社が提出する財務諸表のうち、株主資本等変

動計算書については、規則第２条ただし書の規定により、海運企業財務諸表準則（昭和

29年運輸省告示第431号）に規定する様式によらず、規則様式第７号により記載するもの

とする。 

８ 規則別記10に掲げる道路運送固定施設業を営む株式会社が提出する財務諸表の記載事

項のうち、次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書

の規定により、自動車道事業会計規則（昭和39年運輸省・建設省令第３号）及び高速道

路事業等会計規則（平成17年国土交通省令第65号）の定めによらず、規則に定める別記

以外の事業に適用される記載方法によるものとする。 

なお、自動車道事業会計規則に規定する損益計算書については、自動車道事業会計規

則に規定する様式によらず、おおむね、別紙様式により作成するものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、 

① 関係会社に該当する会社に関する事項 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債に関する事項 

③ 株主、役員若しくは従業員に対する債権債務に関する事項 

④ 有形固定資産及び無形固定資産の減損損失累計額に関する事項 

⑤ 規則第54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

⑥ 純資産の部に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、関係会社との取引に基づいて発生した収益又は費用

に関する事項 

(3)  株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

(4) 自動車道事業会計規則に規定する貸借対照表の記載事項のうち、 

① 受取手形のうちに通常の取引以外の取引により発生したものが含まれている場合

又は未収入金のうちに売上債権が含まれている場合において、その金額が資産の総

額の100分の１を超えるときは、その旨及びその金額を注記する。 

② 支払手形のうちに通常の取引以外の取引により発生したものが含まれている場合

又は未払金のうちに買掛債務が含まれている場合において、その金額が負債及純資
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産の合計額の100分の１を超えるときは、その旨及びその金額を注記する。  

９ 規則別記11に掲げる電気通信業を営む株式会社が提出する財務諸表の記載事項のうち、

次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書の規定によ

り、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）の定めによらず、規則に定める

別記以外の事業に適用される記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、 

① 規則第 54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

② 純資産の部に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、 

① 関係会社との取引に基づいて発生した収益又は費用に関する事項 

② 規則第95条の４及び第95条の５に規定する当期純損益金額と同一内容のものに

関する事項 

③ 規則第98条に規定する引当金繰入額に関する注記 

(3) 株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

10 規則別記12に掲げる電気業を営む株式会社が提出する財務諸表の記載事項のうち、次

に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書の規定により、

電気事業会計規則（昭和40年通商産業省令第57号）の定めによらず、規則に定める別記

以外の事業に適用される記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、 

① 規則第54条の３に規定する特別法上の準備金等に関する事項 

② 規則第54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

③ 純資産の部に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、 

① 関係会社との取引に基づいて発生した収益又は費用に関する事項 

② 規則第95条の４及び第95条の５に規定する当期純損益金額と同一内容のものに関

する事項 

(3)  株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

11 規則別記13に掲げるガス業を営む株式会社が提出する財務諸表の記載事項のうち、次

に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書の規定により、

ガス事業会計規則（昭和29年通商産業省令第15号）の定めによらず、規則に定める別記

以外の事業に適用される記載方法によるものとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、 

① 規則第54条の３に規定する特別法上の準備金等に関する事項 

② 規則第54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する事項 

③ 純資産の部に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、 

① 関係会社との取引に基づいて発生した収益又は費用に関する事項 

② 規則第95条の４及び第95条の５に規定する当期純損益金額と同一内容のものに関

する事項 

③ 規則第98条に規定する引当金繰入額に関する事項 

(3)  株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

 12 規則別記14に掲げる中小企業等金融業を営む株式会社又は指定法人及び規則別記15に

掲げる農林水産金融業を営む指定法人が提出する財務諸表の記載事項のうち、次に掲げ

る事項の用語、様式及び作成方法については、規則第２条ただし書及び第10条ただし書

の規定により、農林中央金庫法施行規則（平成13年内閣府・農林水産省令第16号）、協
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同組合による金融事業に関する法律施行規則（平成５年大蔵省令第10号）、信用金庫法

施行規則（昭和57年大蔵省令第15号）、労働金庫法施行規則（昭和57年大蔵省・労働省

令第１号）、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則（平

成20年内閣府・財務省・経済産業省令第１号）又は株式会社日本政策金融公庫の会計に

関する省令（平成20年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第３号）の定め

によらず、規則に定める別記以外の事業に適用される記載方法によることとする。 

(1) 貸借対照表の記載事項のうち、規則第54条の４に規定する棚卸資産及び工事損失引

当金の表示に関する事項 

(2) 損益計算書の記載事項のうち、規則第95条の４及び規則第95条の５に規定する当期

純損益金額と同一内容のものに関する事項 

(3) 株主資本等変動計算書は規則様式第７号により記載するものとする。 

(4)  規則第10条の規定による注記については、次に掲げる事項（指定法人にあっては、

⑲、㉝、㉞及び㊴から㊶までの事項を除く。）に関する注記以外のものは記載を要し

ないものとする。 

①  規則第８条の２の３に規定する重要な会計方針の注記 

② 規則第８条の２の４に規定する重要な会計上の見積りに関する注記 

③ 規則第８条の３及び第８条の３の２に規定する会計方針の変更に関する注記 

④ 規則第８条の３の３に規定する未適用の会計基準等に関する注記 

⑤ 規則第８条の３の４に規定する表示方法の変更に関する注記 

⑥ 規則第８条の３の５に規定する会計上の見積りの変更に関する注記 

⑦ 規則第８条の３の６に規定する会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ

とが困難な場合の注記 

⑧ 規則第８条の３の７に規定する修正再表示に関する注記 

⑨ 規則第８条の４に規定する重要な後発事象に関する注記 

⑩ 規則第８条の５に規定する追加情報に関する注記（指定法人にあっては、規則第

62条第２項、第68条の４、第95条の５の２及び第106条から第109条までの規定によ

り注記することとされている事項に相当する事項を含む。） 

⑪  規則第８条の６に規定するリースに関する注記 

⑫ 規則第８条の６の２に規定する金融商品に関する注記 

⑬ 規則第８条の７に規定する有価証券に関する注記 

⑭ 規則第８条の８に規定するデリバティブ取引に関する注記 

⑮ 規則第８条の９に規定する持分法損益等の注記 

⑯ 規則第８条の10及び第８条の10の２に規定する関連当事者との取引等に関する

注記 

⑰ 規則第８条の12に規定する税効果会計に関する注記 

⑱ 規則第８条の13に規定する退職給付に関する注記 

⑲ 規則第８条の14から第８条の16までに規定するストック・オプション等に関する

注記 

⑳ 規則第８条の17から第8条の26までに規定する企業結合及び事業分離に関する注     

記 

㉑ 規則第８条の27に規定する継続企業の前提に関する注記 

㉒ 規則第８条の28に規定する資産除去債務に関する注記 

㉓ 規則第８条の29に規定するセグメント情報等の注記 

㉔ 規則第８条の30に規定する賃貸等不動産に関する注記 

㉕ 規則第８条の32に規定する収益認識に関する注記 
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㉖ 規則第８条の33に規定する棚卸資産に関する注記 

㉗ 規則第26条に規定する減価償却累計額を資産から直接控除した場合の注記 

㉘ 規則第42条に規定する再評価に関する注記 

㉙ 規則第43条に規定する担保資産の注記 

㉚ 規則第54条の４に規定するたな卸資産及び工事損失引当金に関する注記 

㉛ 規則第56条に規定する企業結合に係る特定勘定の注記 

㉜ 規則第58条に規定する偶発債務に関する注記のうち係争事件に係る賠償義務に

関する注記 

㉝ 規則第62条第２項に規定する新株式申込証拠金に関する注記 

㉞ 規則第68条の４に規定する一株当たり純資産額に関する注記 

㉟ 規則第76条の２に規定する工事損失引当金繰入額の注記 

㊱ 規則第86条に規定する研究開発費の注記 

㊲ 規則第95条の３の２に規定する減損損失に関する注記 

㊳ 規則第95条の３の３に規定する企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記 

㊴ 規則第95条の５の２に規定する一株当たり当期純損益金額に関する注記 

㊵ 規則第95条の５の３に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関

する注記 

㊶ 規則第106条から第109条までに規定する発行済株式、自己株式、新株予約権等及

び配当に関する注記 

㊷ 規則第119条に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する注記 

㊸ 規則第126条に規定する附属明細表の省略に関する注記 

13 規則別記16に掲げる資産流動化業を営む指定法人が提出する財務諸表の記載事項のうち、次に

掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、特定目的会社の計算に関する規則（平成18

年内閣府令第44号）の定めによらず、次に定める記載方法によるものとする。 

(1)  損益計算書の記載事項のうち、遡及適用等（財務諸表等規則第８条第51項に規定する「遡

及適用」及び同条第53項に規定する「修正再表示」をいう。以下同じ。）を行った場合にお

ける前期繰越利益又は前期繰越損失の額に関する事項 前事業年度より前の事業年度に係

る遡及適用等による累積的影響額を前事業年度の前期繰越利益又は前期繰越損失の額に反

映し、遡及適用等を行う前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する累積的影

響額を区分表示する方法 

(2)  社員資本等変動計算書の記載事項のうち、遡及適用等を行った場合における当期首残高に

関する事項 前事業年度より前の事業年度に係る遡及適用等による累積的影響額を前事業

年度の当期首残高に反映し、遡及適用等を行う前の当期首残高及びこれに対する累積的影響

額を区分表示する方法 

14 規則別記18に掲げる投資業（投資法人の行う業務に限る。）を営む指定法人が提出する財務諸

表の記載事項のうち、次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、投資法人の計算に

関する規則（平成18年内閣府令第47号）の定めによらず、次に定める記載方法によるものとする。 

(1)  損益計算書の記載事項のうち、遡及適用等を行った場合における前期繰越利益又は前期繰

越損失の額に関する事項 前営業期間より前の営業期間に係る遡及適用等による累積的影

響額を前営業期間の前期繰越利益又は前期繰越損失の額に反映し、遡及適用等を行う前の前

期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する累積的影響額を区分表示する方法 

(2)   投資主資本等変動計算書の記載事項のうち、遡及適用等を行った場合における当期首残高

に関する事項 前営業期間より前の営業期間に係る遡及適用等による累積的影響額を前営

業期間の当期首残高に反映し、遡及適用等を行う前の当期首残高及びこれに対する累積的影

響額を区分表示する方法 



 53 

15 規則別記 20に掲げる医業（社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う

業務に限る。）を営む指定法人が提出する財務諸表のうち、株主資本等変動計算書については、

規則第２条ただし書の規定により、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則（平成 19 年厚生労働省令第 38 号）に規定する様式によらず、

規則様式第７号に準じて記載するものとする。 

 

16 規則別記 21に掲げる学校設置事業（金融商品取引法施行令第１条第２号に掲げる証券若しく

は証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第１条の３の４に規定する権

利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。）を営む

指定法人が提出する財務諸表のうち、株主資本等変動計算書については、規則第２条ただし書

の規定により、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平

成 19 年文部科学省令第 36 号）に規定する様式によらず、規則様式第７号に準じて記載するも

のとする。 

 

（特定信託財産関係） 

特定目的信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第132号。以下「特定目的信託財産計算

規則」という。）又は投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号。以下「投資信

託財産計算規則」という。）の適用を受ける信託財産について作成すべき財務諸表の記載事項のう

ち、次に掲げる事項の用語、様式及び作成方法については、特定目的信託財産計算規則又は投資信

託財産計算規則の定めによらず、次に定める記載方法によるものとする。 

１ 特定目的信託財産計算規則に定める損益計算書の記載事項のうち、遡及適用等を行った場合に

おける前期繰越利益又は前期繰越損失の額に関する事項 前計算期間より前の計算期間に係る遡

及適用等による累積的影響額を前計算期間の前期繰越利益又は前期繰越損失の額に反映し、遡及

適用等を行う前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する遡及適用等による累積的

影響額を区分表示する方法 

２ 投資信託財産計算規則に定める損益及び剰余金計算書の記載事項のうち、遡及適用等を行った

場合における期首剰余金又は期首欠損金に関する事項 前計算期間より前の計算期間に係る遡及

適用等による累積的影響額を前計算期間の期首剰余金又は期首欠損金に反映し、遡及適用等を行

う前の期首剰余金又は期首欠損金及びこれに対する遡及適用等による累積的影響額を区分表示す

る方法
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（別紙） 
鉄道事業営業費明細表に関する様式 

 

鉄道事業営業費明細表 

 

 
第 期    年  月  日から 

    年  月  日まで 

Ⅰ 運送営業費    

   人 件 費 ×××   

   経   費 ×××   

     計  ×××  

Ⅱ 一般管理費    

   人 件 費 ×××   

   経   費 ×××   

     計  ×××  

Ⅲ 諸   税  ×××  

Ⅳ 減価償却費  ×××  

   営業費合計   ××× 

 

（記載上の注意） 

  １．営業費合計の 100 分の５を超えるものは、当該費用又は損失を示す名称を付した科目をもって

注記しなければならない。 

  ２．引当金繰入額がある場合には、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した

科目をもって注記しなければならない。 
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電気通信事業営業費用明細表に関する様式 
 

電気通信事業営業費用明細表 

区 分 事 業 費 管 理 費 計 概 要 

人 件 費     

経 費     

材料・部品費     

消 耗 品 費     

借料・損料     

保 険 料     

光熱水道料     

修 繕 費     

旅費交通費     

通信運搬費     

広告宣伝費     

交 際 費     

厚 生 費     

作業委託費     

雑 費     

業 務 委 託 費     

海底線支払費     

衛 生 支 払 費     

回 線 使 用 料     

小 計     

減 価 償 却 費     

固定資産除却費     

通信設備使用料     

租 税 公 課     

合 計     
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 自動車道事業損益計算書に関する様式 

 【損益計算書】 

（単位：  円） 

  

    前事業年度 当事業年度 

    （自    年 月 日 （自    年 月 日 

    至    年 月 日） 至    年 月 日） 

自動車道事業営業損益   

 営業収益   

  自動車道収入  ××× ××× 

  自動車道雑収  ××× ××× 

  営業収益合計 ××× ××× 

 営業費用   

  自動車道費  ××× ××× 

  一般管理費  ××× ××× 

  ………………  ××× ××× 

  ………………  ××× ××× 

  営業費用合計 ××× ××× 

自動車道事業営業利益（又は自動車道事業

営業損失） 
××× ××× 

××事業営業損益   

 営業収益 ××× ××× 

 営業費用   

  ………………  ××× ××× 

  ………………  ××× ××× 

  営業費用合計 ××× ××× 

××事業営業利益（又は××事業営業損失） ××× ××× 

全事業営業利益（又は全事業営業損失） ××× ××× 

営業外収益     

 受取利息   ××× ××× 

 有価証券利息 ××× ××× 

 受取配当金  ××× ××× 

 仕入割引   ××× ××× 

 投資不動産賃貸料 ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 営業外収益合計 ××× ××× 

営業外費用     

 支払利息   ××× ××× 

 リース負債に係る利息費用 ××× ××× 

 社債発行費償却 ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 営業外費用合計 ××× ××× 

経常利益（又は経常損失） ××× ××× 

特別利益      

 固定資産売却益 ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 特別利益合計  ××× ××× 

特別損失      

 固定資産売却損 ××× ××× 

 減損損失   ××× ××× 



 57 

 災害による損失 ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 ……………… ××× ××× 

 特別損失合計  ××× ××× 

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） ××× ××× 

法人税、住民税及び事業税等 ××× ××× 

法人税等調整額  ××× ××× 

法人税等合計  ××× ××× 

当期純利益（又は当期純損失） ××× ××× 

 

 


